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             紀美野町第３回定例会会議録 

             平成２６年９月９日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 平成２６年９月９日（火）午前９時００分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名について 

 第 ２         会期の決定について 

 第 ３         諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 ８９号 平成２５年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ５ 議案第 ９０号 平成２５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第 ６ 議案第 ９１号 平成２５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入 

             歳出決算の認定について 

 第 ７ 議案第 ９２号 平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

 第 ８ 議案第 ９３号 平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 第 ９ 議案第 ９４号 平成２５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             歳入歳出決算の認定について 

 第１０ 議案第 ９５号 平成２５年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第１１ 議案第 ９６号 平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第１２ 議案第 ９７号 平成２５年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第１３ 議案第 ９８号 平成２５年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

 第１４ 議案第 ９９号 専決処分の承認を求めることについて 

             （平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）につい 

             て） 

 第１５ 議案第１０２号 紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 
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             に関する基準を定める条例の制定について 

 第１６ 議案第１０１号 紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

             める条例の制定について 

 第１７ 議案第１００号 紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

             準を定める条例の制定について 

 第１８ 議案第１０３号 紀美野町認定こども園条例の制定について 

 第１９ 議案第１０４号 紀美野町立学童保育所条例の一部を改正する条例について 

 第２０ 議案第１０５号 紀美野町保育所条例の一部を改正する条例について 

 第２１ 議案第１０６号 和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令 

             事務協議会規約の変更について 

 第２２ 議案第１０７号 指定管理者の指定について 

             （紀美野町雨山水辺公園） 

 第２３ 議案第１０８号 平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）について 

 第２４ 議案第１０９号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

             （第２号）について 

 第２５ 議案第１１０号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第１ 

             号）について 

 第２６ 議案第１１１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第１号）について 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第２６まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １４名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 七良浴   光 君 

               ２番 町 田 富枝子 君 

               ３番 田 代 哲 郎 君 

               ４番 加 納 国 孝 君 
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               ５番 北 道 勝 彦 君 

               ６番 向井中 洋 二 君 

               ７番 上 北 よしえ 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 松 尾 紘 紀 君 

              １１番 上 柏 睆 亮 君 

              １２番 美 野 勝 男 君 

              １３番 美 濃 良 和 君 

              １４番 小 椋 孝 一 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

            な し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 牛 居 秀 行 君 

            企画管財課長 中 谷 嘉 夫 君 

            住 民 課 長 増 谷 守 哉 君 

            税 務 課 長 西 岡 秀 育 君 

            保健福祉課長 宮 阪   学 君 

            産 業 課 長 大 窪 茂 男 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            総務学事課長兼 

            教 育 次 長 
中 尾 隆 司 君 

            生涯学習課長 岩 田 貞 二 君 
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            会 計 管 理 者 西 切 博 充 君 

            水 道 課 長 中 村 公 彦 君 

            地籍調査課長 尾 花 延 弥 君 

            美 里 支 所 長 西   敏 明 君 

            国体推進課長 南   秀 秋 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君  
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 開 会 

○議長（小椋孝一君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２

６年第３回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（小椋孝一君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１０番、松尾紘

紀君、１１番、上柏睆亮君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、美野勝男君。 

（議会運営委員長 美野勝男君 登壇） 

○議会運営委員長（美野勝男君）    去る９月３日、議会運営委員会を開催いたしま

したので、その結果について御報告いたします。 

  会期は、本日から２５日までの１７日間とし、再開日は１７日、１９日及び２５日と

決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、決算の認定につきましては、質疑を終了した後、決算審査特別委員会を設置し

て付託したいと思います。 

  次に、一般質問の通告は９月１０日（水曜日）の午後３時までといたします。 

  全員協議会は９月９日（火曜日）本会議終了後、開催したいと思います。 

  次に、総務文教常任委員会を９月１２日（金曜日）午前９時３０分から、産業建設常

任委員会を９月１１日（木曜日）午前９時３０分から開催したいと思います。 

  また、決算審査特別委員会が設置された場合、９月１７日、本会議終了後開催したい

と思います。 

  次に、広報編集委員会を９月１９日、本会議終了後、開催したいと思います。 
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  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 美野勝男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から９月２５日までの１７日間とし

たいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から９月２５日までの１７日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されております。 

  お手元に配付のとおりであります、御了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長より行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  それでは開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を初め関係者

の皆様方には何かと御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、開会の運びとなりま

したことに対し、心より厚くお礼を申し上げます。 

  さて、先日の敬老会では、皆様の御協力によりまして盛会裡に無事終了することがで

きました。まことにありがとうございました。 

  また、８月９日から１０日かけまして、西日本に甚大な被害をもたらした台風１１号

につきましても、紀美野町におきましては住家、非住家合わせまして１２棟の床下浸水

及び２棟の一部損壊がございましたが、おかげをもって人的被害もなくやり過ごすこと

ができました。 
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  しかしながら、広島市では８月２０日未明に降った豪雨によって大規模な土石流が発

生をし、多くの尊い命が奪われました。山間地域に住む私たちにとりましても決して対

岸の火事ではございません。今後におきましても引き続き緊張感を持って防災、減災に

取り組んでまいります。 

  次に、先月２５日は、知事室におきまして県知事に対しまして平成２７年度の県予算

編成及び施策の策定に関する本町の要望書を提出したところでございます。 

  また７月１９日から２３日にかけまして、紀の国わかやま国体のリハーサル大会とし

て、全日本社会人ホッケー選手権大会が紀美野町スポーツ公園で開催され、多くの選手

の方々や競技役員の皆様が来町され、町民や議会議員各位のお力添えをいただき、無事

に大会を終了することができました。今後は来年の９月下旬から１０月の上旬にかけて

開催されます紀の国わかやま国体の開催に向け、議員各位のお力添えのもと、町民、職

員が一丸となって、日本全国から来られる皆様方に心のこもったおもてなしができるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に報告事項といたしまして、野上第２保育所を来年度より休園したいと考えており

ます。野上第２保育所につきましては、園児の減少によりまして各クラスが少数となり、

集団としての保育が困難な状態が続いている中で、以前より休園について保護者との協

議を重ねてまいりました。また、施設につきましても昭和５４年から使用されており、

老朽化に伴う修繕費が多大になってきていることに加え修繕が困難な箇所もあり、快適

な保育環境を確保できない状況であります。また安全対策や経済的観点等勘案した結果

の判断でございますので、御理解を賜りたいと存じます。 

  また、小川保育所の廃園及び子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、保育所条例の

一部を改正する条例及び認定こども園条例の制定を今議会において御審議を賜るべく上

程しております。子ども・子育て支援の新制度導入によりまして、来年度より、野上第

一保育所を「紀美野町立きみのこども園」に名称を変更し、子育て支援のさらなる充実

を図りたいと考えておりますので、あわせて御理解を賜りたいと存じます。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第８９号から議案第１１１号までの２

３件であります。 

  平成２５年度の一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定の承認をいただく案件が１０

件、専決処分の承認を求める案件が１件、条例の制定についての案件が４件、条例の一

部改正に係る案件が２件、和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令



－８－ 

事務協議会規約の変更についての案件が１件、指定管理者の指定に係る案件が１件、平

成２６年度紀美野町一般会計及び特別会計の補正予算に係る案件が４件であります。 

  一般会計補正予算関連につきましては、主なものといたしまして、歳入については、

今年度初めて交付された国の経済好循環実現対策として位置づけられた「がんばる地域

交付金」を利用し、施設整備や施設の解体撤去の財源として活用すべく計上しておりま

す。次に歳出では、防災対策の一環として整備する長谷毛原中学校のヘリポート整備工

事費、小川保育所の廃園に伴う解体撤去事業費、並びに台風１１号において被災した施

設の復旧に係る各災害復旧事業費などを計上しております。 

  この後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり

御可決くださいますようお願いいたしまして、御挨拶並びに行政報告とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、一般質問の通告は９月１０日、午後３時までに提出

願います。 

  今期、定例会までに受理した陳情は、お手元に配付のとおりであります。 

  陳情第３号は総務文教常任委員会へ付託いたしましたので、御報告します。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

◎日程第 ４ 議案第８９号 平成２５年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

◎日程第 ５ 議案第９０号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ６ 議案第９１号 平成２５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳 

              入歳出決算の認定について 

◎日程第 ７ 議案第９２号 平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

◎日程第 ８ 議案第９３号 平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

◎日程第 ９ 議案第９４号 平成２５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第１０ 議案第９５号 平成２５年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 
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              決算の認定について 

◎日程第１１ 議案第９６号 平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第１２ 議案第９７号 平成２５年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第８９号、平成２５年度紀美野町一般会計

歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第９０号、平成２５年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第９１号、平成２５

年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第７、

議案第９２号、平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、日程第８、議案第９３号、平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、日程第９、議案第９４号、平成２５年度紀美野のかみふれあい公

園運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第９５号、平成２

５年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、

議案第９６号、平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて及び日程第１２、議案第９７号、平成２５年度紀美野町美里簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、一括議題とします。 

  説明を願います。会計管理者、西切君。 

（会計管理者 西切博充君 登壇） 

○会計管理者（西切博充君）    議案書の１ページをごらんください。ただいま一括

議題とされました議案第８９号から議案第９７号までの説明をさせていただきます。説

明は款項について執行額のみ読み上げさせていただきますので、御了承いただきたいと

思います。 

  なお、本決算につきましては、８月６日、７日、２６日の３日間にわたり監査委員に

よる決算審査を実施していただいております。 

  議案第８９号、平成２５年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により標記決算を別冊により、別紙監査委員の意見書をつ

けて議会の認定に付する。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  なお、以下、議案第９０号から議案第９７号までの朗読は省略させていただきますの
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で、御了承いただきたいと思います。 

  それでは、別冊の平成２５年度紀美野町決算書、２ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町一般会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、町税の収入済額は８億４,９０３万７,４７７円、不納欠損額２４８万３,７６

４円、収入未済額３,１８０万１２７円で、１項、町民税の収入済額３億５,３１１万５,

５２５円、不納欠損額は４３万７２４円、収入未済額１,０８１万８,８９４円、個人町

民税の徴収率は現年度分９８.９２％、滞納分は３６.２１％、法人町民税の徴収率は１

００％、滞納分は６.８５％でございます。２項、固定資産税の収入済額４億３,９３７

万８３９円、不納欠損額は１７９万２,９４０円、収入未済額１,８３７万９,０４１円、

徴収率は現年度分で９８.７％、滞納分１７.５４％。３項、軽自動車税の収入済額２,

９９６万８８５円、不納欠損額２６万１００円、収入未済額２６０万２,１９２円、徴

収率は現年度分９７.３％、滞納分１４.７９％。４項、市町村たばこ税の収入済額２,

６１７万５,０２８円。５項、入湯税の収入済額４１万５,２００円でございます。 

  ２款、地方譲与税は７,１０１万４,０００円で、１項、地方揮発油譲与税が２,１６

９万６,０００円。２項、自動車重量譲与税が４,９３１万８,０００円。 

  ３款、利子割交付金は４２７万２,０００円。 

  ４款、配当割交付金は６２３万８,０００円。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金は８０６万７,０００円。 

  ６款、地方消費税交付金は８,２４８万２,０００円。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金は３,３５１万９,３９４円。 

  ８款、自動車取得税交付金は１,９２０万４,０００円。 

  ９款、地方特例交付金は２０９万７,０００円。 

  １０款、地方交付税は４１億１８３万８,０００円。 

  １１款、交通安全対策特別交付金は１１７万２,０００円。 

  １２款、分担金及び負担金は３,６０５万４,３７０円で、１項、分担金４２９万４,

９６９円、２項、負担金が３,１７５万９,４０１円でございます。 

  次のページをごらんください。 

  １３款、使用料及び手数料が９,１２３万３,９８２円で、１項、使用料は４,４２３

万９,８６２円、収入未済額は４９１万１,１００円。２項、手数料は４,６９９万４,１

２０円、不納欠損額２万７,４０５円でございます。 
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  １４款、国庫支出金は７億７,６７６万８,９６２円で、１項、国庫負担金は１億７,

７６１万１,５９１円。２項、国庫補助金は５億８,７６０万８,０００円、収入未済額

５,００８万６,０００円。３項、国庫委託金は１,１５４万９,３７１円で、主なものは

衆議院議員選挙事務執行委託金や国民年金事務費交付金でございます。 

  １５款、県支出金は４億２,６４４万４,１８６円で、１項、県負担金は１億８,０４

１万１,９１６円。２項、県補助金は２億３,０７０万４,８５２円。３項、県委託金は

１,５３２万７,４１８円でございます。 

  １６款、財産収入は４,０１６万５,１５２円で、１項、財産運用収入は１,２５３万

１,９６１円で土地建物賃貸料や物品貸付及び基金の預金利息等の収入でございます。

２項、財産売払収入は２,７６３万３,１９１円でございます。 

  １７款、寄附金は、ふるさとまちづくり応援寄附金の１,１６１万円でございます。 

  １８款、繰入金は２億９,５９５万円で、財政調整基金、河川浄化推進事業基金、地

上デジタル放送中継施設基金、瀬藤敏宏・千津子学校及び保育所環境整備促進基金から

でございます。 

  １９款、繰越金は前年度繰越金４億５,３６１万７,９５４円のうち、繰越明許分６,

０２３万７,０００円で、実質収支分が３億９,３３８万９５４円でございます。 

  ２０款、諸収入は２億１,３９８万３,０５１円で、１項、延滞金・加算金及び過料が

１２２万１,００６円。２項、町預金利子が４３万４１５円。３項、貸付金元利収入が

７,７０５万１,１５６円。４項、雑入は１億３,３７２万６,７１４円。５項、受託事業

収入が１５５万３,７６０円でございます。 

  ２１款、町債は１１億９,４１４万５,０００円、収入未済額３億６,４６０万円で、

歳入合計額が８７億１,８９１万３,５２８円でございます。 

  次のページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款、議会費の支出済額は９,０９７万７,８９１円でございます。 

  ２款、総務費の支出済額は９億８,３４２万９,３１６円で、１項、総務管理費は８億

１,５７９万７,２７７円で、企画費の携帯電話等エリア整備事業、地上デジタル放送混

信対策事業委託や電子計算費の光ケーブル占用電柱立てかえによる移転工事、自治振興

費のコミュニティバス運行委託、集会所整備事業、防災諸費の太陽光発電システム設置

工事等各事業を実施しました。２項、徴税費は１億２,６６０万５,１８１円。３項、戸
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籍住民基本台帳費は２,３４１万８,７４３円。４項、選挙費は１,６６５万４,１７９円

で、主に参議院通常選挙費や町長選挙費及び町議会議員補欠選挙費でございます。 

  ５項、統計調査費は６６万８,９３６円。６項、監査委員費は２８万５,０００円でご

ざいます。 

  ３款、民生費は１５億６４８万４,９４６円で、１項、社会福祉費は１１億７,０６６

万２,８１１円で、国民年金事務費、老人福祉費、障害者福祉費、各種医療費等に助成

し、福祉センターや長谷毛原健康センター管理運営費、特別会計繰出金等でございます。

２項、児童福祉費は３億３,５６４万１,８７０円で、青少年対策費や保育所費を初め児

童手当費等でございます。３項、災害救助費は１８万２６５円で、昨年９月の台風１８

号の見舞金等でございます。 

  ４款、衛生費は１１億３８８万１,０１２円で、１項、保健衛生費は６億７,１６６万

８,３６３円で、野上厚生病院、五色台広域施設組合への負担金や各種検診委託料、予

防接種、簡易水道及び診療所特別会計への繰出金が主なものでございます。２項、清掃

費は４億３,２２１万２,６４９円で、翌年度繰越額が３億３８４万３,０００円で、海

南海草環境衛生施設組合、紀の海広域施設組合への負担金、合併浄化槽設置補助金や、

ごみ収集、し尿処理等の支出でございます。 

  ５款、農林水産費は４億６,０２７万６,１９８円で、１項、農業費は３億９,６６９

万５,７１４円で、農業委員会費や農業振興費の緑の生産地域人材育成事業委託料や町

農業経営支援事業補助金、中山間地域直接支払交付金、耕地総務費の幹線道路整備事業

費負担金や地籍調査事業費、農業体質強化基盤整備促進事業費、農業集落排水事業特別

会計への繰出金等の支出でございます。２項、林業費は２,９０９万６,７５５円で、間

伐材流通支援事業補助や林道維持補修工事等でございます。３項、水産業費は貴志川漁

業組合へのアユ等の放流補助金で、３０５万円の支出でございます。４項、山村振興費

の３,１４３万３,７２９円は委託料や補助金等を支出し、地域の活性化に努めました。 

  ６款、商工費は３,０６４万３,７４２円で、町商工会やシルバー人材センターに補助

をし、観光費ではトイレ掃除や施設管理委託料及び各種協会に補助金等を支出しました。 

  ７款、土木費は５億７,６０８万２,７４８円で、１項、土木管理費は２,３３４万４,

３１３円、２項、道路橋梁費は４億３,２２３万１,０２４円で、翌年度繰越額が２,７

００万５,０００円でございます。道路橋梁維持費や新設改良の委託料や工事請負費で

ございます。３項、住宅費は９,６７６万９,５２７円で、主に公営住宅建設費や修繕及
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び運営費でございます。４項、公園費はくすのき公園の管理運営の３５万８,６４８円

でございます。５項、建設残土処理は２,３３７万９,２３６円で、残土処理場の管理運

営を行いました。 

  ８款、消防費は４億４,１３５万６,０８１円、繰越額９０１万４,０００円で、常備

消防費は消防救急無線デジタル化や高機能指令システム等共同整備事業の負担金、備品

購入費等に、また非常備消防費は消防用備品購入費が主なものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  ９款、教育費は７億５,５４２万４５３円で、１項、教育総務費は１億３３０万２,５

３９円で、教育委員会費や事務局費で、教育諸費では各校区内の通学バス運行、ＡＬＴ

や教育支援補助を行いました。２項、小学校費は７,２５７万２,３０５円で、学校管理

費の野上小学校給食室の改修工事や学校の教材用備品等の支出でございます。３項、中

学校費は３億７,５８８万２,０８４円で、教材用備品や繰越事業の野上中学校校舎等整

備事業に支出しました。４項、社会教育費は１億２,９４６万３００円で、翌年度繰越

額が７６０万２,０００円。公民館費、人権教育費及びみさと天文台管理運営費や文化

センター管理運営費等が主なものでございます。５項、保健体育費は７,４２０万３,２

２５円で、スポーツを通じ他世代の交流を図れるイベント等の開催や生涯スポーツ推進、

また各施設の維持管理に努め、２０１５年開催の紀の国わかやま国体に向けての国体推

進費でございます。 

  １０款、災害復旧費は５,４７４万１,８７５円で、１項、公共土木施設災害復旧費は

１,１１９万８,５７５円。２項、農業水産業施設災害復旧費は４,３５４万３,３００円。 

  １１款、公債費は１７億３,１７９万７,５９２円で、元金と利子の償還分でございま

す。 

  １２款、諸支出金は４億６,７７８万７,９６６円で、全て基金の積み立てでございま

す。 

  歳出合計８２億２８７万９,８２０円。翌年度繰越額が４億３,５７０万８,０００円

となりました。詳細につきましては事項別明細書を御参照いただきたいと思います。 

  次、１５０ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額８７億１,８９１万３,５２８円。歳出総額８２億２８７万９,８２０円。歳

入歳出差引額５億１,６０３万３,７０８円。繰越明許費、繰越額が２,１０２万２,００

０円となるため、実質収支額は４億９,５０１万１,７０８円でございます。 
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  続きまして、特別会計に移らせていただきます。 

  １５２ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税の収入済額は２億４,８０８万９,５６０円で、不納欠損額は１

８８万９,７０１円、収入未済額は３,５７２万８,２３０円、徴収率は一般被保険者分

で８６％、退職被保険者分で９３.５２％でございます。 

  ２款、使用料及び手数料は督促手数料の３万６,１８４円。 

  ３款、国庫支出金は３億７,７０２万５,４８３円で、１項、国庫負担金は２億７,２

０７万３,４８３円。２項、国庫補助金は１億４９５万２,０００円。 

  ４款、療養給付費等交付金は９,５０３万６,８０７円。 

  ５款、前期高齢者交付金は３億４,５７４万３,７３６円。 

  ６款、県支出金は８,９５７万４,２５６円で、１項、県負担金は１,１９３万２５６

円、２項、県補助金が７,７６４万４,０００円でございます。 

  ７款、共同事業交付金は２億１,０８３万３,６７４円。 

  ８款、財産収入は基金の預金利息６,０１９円。 

  ９款、諸収入は９６万４,０２３円で、延滞金や第三者納付金、雑入でございます。 

  １０款、繰入金は１億６,８４０万６,３９５円で、一般会計繰入金１億１,３６３万

１,０００円、保健基盤安定繰入金が４,２７７万５,３９５円、財政調整基金繰入金が

１,２００万円でございます。 

  １１款、繰越金は４,８５１万１,２９３円で、収入合計１５億８,４２２万７,４３０

円でございます。 

  続きまして、歳出でございます。次のページをごらんください。 

  １款、総務費の支出済額は８５８万４,０４０円で、１項、総務管理費が７１２万５,

２００円。２項、徴税費が１３７万４,８４０円。３項、運営協議会費が８万４,０００

円。 

  ２款、保険給付費は１０億５,５６４万３,０３４円で、１項、一般被保険者療養諸費

が８億４,８７４万８,５７３円。２項、退職被保険者療養諸費が７,１８１万８,９９６

円。３項、審査支払手数料が１６３万３,６９１円。４項、高額療養費が１億３,１０５

万９３４円。５項、移送費がゼロ。６項、出産育児諸費が２０７万８４０円。７項、葬

祭費が３２万円でございます。 



－１５－ 

  ３款、後期高齢者支援金等は１億６,３７０万３,５６２円。 

  ４款、前期高齢者納付金等は１５万９,５６０円。 

  ５款、老人保健拠出金は８,４７３円。 

  ６款、介護納付金は７,６２８万９,４３９円。 

  ７款、共同事業拠出金は１億８,０３５万８,２７５円。 

  ８款、保険事業費は１,８５０万９,５４６円で、１項、特定健康診査等事業費が８９

１万９,１８３円。２項、保険事業費が９５９万３６３円でございます。 

  ９款、諸支出金は３,３９２万９,９０９円で、１項、償還金及び還付加算金が４９８

万２,０８０円で、保険税還付が１０３万７,９００円、療養給付費確定による県への返

還金が３９４万４,１８０円。２項、繰出金は厚生病院、各診療所へ４６８万６,０００

円。３項、基金費は２,４２６万１,８２９円で、国保財政調整基金への積み立てでござ

います。 

  次のページをごらんください。 

  歳出合計１５億３,７１８万５,８３８円でございます。 

  １７８ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額１５億８,４２２万７,４３０円。歳出総額１５億３,７１８万５,８３８円。

歳入歳出差引額が４,７０４万１,５９２円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、１８０ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でござ

います。 

  １款、診療収入の収入済額は５,１６８万１,００６円。 

  ２款、使用料及び手数料は４７万６,７００円。 

  ３款、繰入金は１,５２８万９,０００円で、一般会計から１,１５５万６,０００円、

調整交付金から３７３万３,０００円でございます。 

  ４款、繰越金は２３６万４,７１７円。 

  ５款、諸収入は３７万６,２５０円で、保険外収入と雑入でございます。 

  歳入合計は７,０１８万７,６７３円でございます。 

  次のページ、歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は３,７９１万３,４１３円でございます。 

  ２款、医療費が２,８３３万９,４３５円で、主に医療品衛生材料費でございます。 



－１６－ 

  支出合計６,６２５万２,８４８円でございます。 

  １９０ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額７,０１８万７,６７３円。歳出総額６,６２５万２,８４８円。歳入歳出差引

額３９３万４,８２５円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、１９２ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、保険料の収入済額は８,９５２万８,１５０円、収入未済額は１０６万２,９５

０円で、徴収率は特別徴収分で１００.０８％、普通徴収分で９８.４３％、滞納分は１

５.４％でございます。 

  ２款、使用料及び手数料は５,３００円で、これは督促手数料でございます。 

  ３款、繰入金は２億３,３４６円１,０００円で、一般会計からの繰り入れでございま

す。 

  ４款、繰越金は１１７万６,９６８円で、前年度からの繰越金でございます。 

  ５款、諸収入は２,１４１万３,０６２円で、これは前年度の医療給付費負担金の清算

金が主なものでございます。 

  歳入合計３億４,５５８万４,４８０円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は１,５８９万８,５６５円で、１項、総務管理費は１,４９

４万２,７６８円。２項、徴収費は９５万５,７９７円でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金は３億２,７６９万５３７円。 

  ３款、諸支出金は１万７,５００円で、保険料の払戻金でございます。 

  歳出合計３億４,３６０万６,６０２円でございます。 

  ２０４ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額３億４,５５８万４,４８０円。歳出総額３億４,３６０万６,６０２円。歳入

歳出差引額１９７万７,８７８円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２０６ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、介護保険料の収入済額は２億４,７０８万１,４００円で、不納欠損額は６４万

１,８００円、収入未済額は２６３万２,７５０円で、徴収率は現年度特別徴収分が１０

０.０３％、普通徴収分が９２.２％、滞納分で２９.５％でございます。 



－１７－ 

  ２款、使用料及び手数料は、督促手数料の５,７５０円。 

  ３款、国庫支出金は４億２,１９０万５,０５８円で、１項、国庫負担金が２億６,５

４０万１３円。２項、国庫補助金が１億５,６５０万５,０４５円でございます。 

  ４款、支払基金交付金は４億３,２０５万５,０００円でございます。 

  ５款、県支出金は２億２,８２４万７,０２２円で、１項、県負担金は２億２,３０５

万７,０００円。２項、県補助金で５１９万２２円でございます。 

  ６款、繰入金は２億３３９万１,２６６円。 

  ７款、繰越金は前年度繰越金２,６０７万６,７８５円。 

  ８款、諸収入は７１８万３,９３２円で、延滞金や返納金、雑入の介護予防計画作成

報酬等でございます。 

  ９款、町債は財政安定化基金貸付金の１,８７５万９,０００円。 

  １０款、財産収入は基金の預金利息の１,４９９円で、歳入合計１５億８,４７０万６,

７１２円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は２,２８２万７５６円で、１項、総務管理費は１,０９２万

３１１円。２項、徴収費は８８万１,６１４円。３項、介護認定審査会費は１,０９７万

８３１円。４項、地域密着型サービス運営委員会費が４万８,０００円でございます。 

  ２款、保険給付費は１４億６,２８６万３,３９５円で、１項、介護サービス等諸費は

１２億６,１６９万５,２０６円。２項、介護予防サービス等諸費は６,３３８万２,９８

６円。３項、その他諸費９４万４,７９５円。４項、高額介護サービス等諸費３,４３７

万１,１７３円。５項、高額医療合算介護サービス等諸費５３３万４,４３５円。６項、

特定入所者介護サービス等費９,７１３万４,８００円でございます。 

  ３款、地域支援事業費は２,６７４万３,０３７円で、１項、介護予防事業費が７１４

万７,７１３円。２項、包括的支援事業・任意事業費が１,９５９万５,３２４円でござ

います。 

  ４款、諸支出金は１,５９０万７,８４５円で、過年度返還金の１,５８２万８４５円

と保険料払戻金の８万７,０００円でございます。 

  ５款、公債費は、財政安定化基金償還金の２,３６３万円でございます。 

  ６款、基金積立金は、介護給付費準備基金積立金の１,４９９円でございます。 

  歳出合計１５億５,１９６万６,５３２円でございます。 



－１８－ 

  ２３０ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額１５億８,４７０万６,７１２円。歳出総額１５億５,１９６万６,５３２円。

歳入歳出差引額が３,２７４万１８０円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２３２ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算書の歳入で

ございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は３,７１５万６,２８９円で、ふれあい公園施設

使用料とふれあい館使用料でございます。 

  ２款、財産収入は１万９,８２１円で、基金の利息でございます。 

  ３款、繰入金は財政調整基金から３００万円。 

  ４款、繰越金は５０８万９,６７７円で、前年度繰越金でございます。 

  ５款、諸収入は２１万２,９９０円で、１項、受託事業収入は県営施設受託事業収入

９万５,１３０円。２項、雑入はごみ袋代等の１１万７,８６０円で、歳入合計は４,５

４７万８,７７７円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は４,１７８万５６１円。 

  ２款、諸支出金は財政調整基金に２５６万４,８２１円を積み立て。歳出合計４,４３

４万５,３８２円でございます。 

  ２４２ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額４,５４７万８,７７７円。歳出総額４,４３４万５,３８２円。歳入歳出差引

額１１３万３,３９５円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２４４ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  ２款、使用料及び手数料は８３９万８,３００円で、収入済額２７万４,６００円、徴

収率は現年度で９８.７１％、滞納分で３９.８９％でございます。 

  ３款、繰入金は一般会計よりの１,７７０万円。 

  ４款、繰越金は前年度繰越金の３６万４,１４２円で、歳入合計２,６４６万２,４４

２円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は１,１９４万１,８４５円でございます。 



－１９－ 

  ２款、公債費は１,４１４万３,１４６円で、元金と利子の償還分で、歳出合計２,６

０８万４,９９１円でございます。 

  ２５４ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額２,６４６万２,４４２円。歳出総額２,６０８万４,９９１円。歳入歳出差引

額３７万７,４５１円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２５６ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は３,８５７万２,４４６円で、１項、使用料は３,

８５６万６,４４６円で、収入未済額は３３７万６,２６１円、徴収率は現年度分で９８.

６５％、滞納分で８.５６％でございます。２項、手数料は６,０００円でございます。 

  ２款、分担金及び負担金は、給水加入負担金５万２,５００円。 

  ３款、繰入金は、一般会計からの１１７万２,０００円。 

  ４款、諸収入は３０万２,５５０円で、水道管移設き損事故賠償金、部品の売却代、

消費税還付金でございます。 

  ５款、繰越金は１,９３８万２,８１６円。 

  ６款、県支出金は、県移譲事務交付金の２万５２６円で、歳入合計は５,９５０万２,

８３８円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額は３,７４４万２,７０１円で、一般管理費及び修繕費や材料

費でございます。 

  ２款、公債費は４６８万８,７００円で、長期債の元金と利子で、歳出合計は４,２１

３万１,４０１円でございます。 

  続きまして、２６８ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額５,９５０万２,８３８円。歳出総額４,２１３万１,４０１円。歳入歳出差引

額が１,７３７万１,４３７円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２７０ページをごらんください。 

  平成２５年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は６,５９６万２,５３７円で、１項、使用料は、

水道使用料の６,５９５万６,５３７円で、収入未済額は１６８万１,１１３円、徴収率

は現年度分で９９.０３％、滞納分で２９.４５％でございます。２項、手数料は６,０



－２０－ 

００円でございます。 

  ２款、分担金及び負担金は１０万５,０００円で、給水加入負担金でございます。 

  ３款、繰入金は３,２７５万円で、一般会計からの繰り入れでございます。 

  ４款、諸収入は２５４万６,０３２円で、移設工事や補償金と部品の売却代でござい

ます。 

  ５款、繰越金は、前年度繰越金９３万５,６８０円。 

  ６款、県支出金は、県移譲事務交付金２万５２６円で、歳入合計は１億２３１万９,

７７５円でございます。 

  次のページをごらんください。歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額は６,２７５万３,３９１円で、一般管理費及び修繕費や原材

料費、町道改良工事に伴う水道管移設工事等でございます。 

  ２款、公債費は３,８５０万４,６３２円で、元金及び利子の償還分で、歳出合計１億

１２５万８,０２３円でございます。 

  ２８２ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額１億２３１万９,７７５円。歳出総額１億１２５万８,０２３円。歳入歳出差

引額１０６万１,７５２円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、財産に関する調書でございます。２８４ページをごらんください。 

  財産に関する調書は町の平成２６年３月３１日での財産の状況を記載しております。 

  １、公有財産土地及び建物は、道路、橋梁、河川等を除く土地、建物の状況を記載し

ております。決算年度中の増減では、公営住宅用地１,２０３平方メートルの土地を開

発公社から購入しました。その他施設では、集会所用地として寄附をしていただいた２,

０６１平方メートルの土地と、その建築物の取り壊し１８６平方メートルと新築された

建物１７８平方メートルの差が８平方メートルの減少となりました。宅地ですが、１,

２６３平方メートルの減少は、旧町営住宅跡地売却によるものでございます。 

  次に、２９０ページをごらんください。 

  （２）の山林は、増減はございません。 

  （３）有価証券の変更分については、（４）の出資による権利に掲載している株式会

社和歌山海南地方産業情報センターが株式会社サイバーリンクスに吸収合併され、出資

金の持ち分をサイバーリンクスに移行したもので、年度末現在高は２７万２,０００円

でございます。 
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  （４）出資による権利の変更分については、株式会社和歌山海南地方産業情報センタ

ー出資金においては、前行で申し上げたとおり、合併に伴い持ち分を株式会社サイバー

リンクスに移行したもので、年度末現在高はありません。 

  次のページをごらんください。 

  ２、物品でございますが、自動車等の増減を記載しております。老朽化やリースに移

行したものがありますが、詳細な説明は省略させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

  ２９３ページをごらんください。 

  ３、債権でございます。これは貸し付けや損害賠償及び損害金で、４件の該当するも

のがあります。 

  １件目、災害援護資金県費貸付金で、平成２３年度台風１２号による被災者の方に１

７０万円を貸し付けたものです。この件については、過去において掲載を怠っていまし

たことをこの場をかりておわびしたいと思います。申しわけございませんでした。 

  ２件目、土地開発公社に対する貸付金７,２００万円のうち５,７００万円が返済され、

年度末貸付残高は１,５００万円でございます。 

  ３件目、ふるさと公社に対する貸付金２,０００万円は、同公社解散に伴い全額返済

されました。 

  ４件目、旧美里町歳計外資金損害賠償及び損害金については、裁判終結に伴い確定さ

れました回収総額２億２,３０８万８,０００円で、回収額が２,５３０万８,０００円、

年度末現在高が１億９,７８０万円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ４、基金でございます。残高のみ読み上げさせていただきます。単位は１,０００円

でございます。 

  一般会計財政調整基金は９億８,６６８万３,０００円。 

  減債基金は３,０８３万６,０００円。 

  上芝貞夫文化教育振興基金は３,６７９万１,０００円。 

  ふるさと創生基金は２６０万４,０００円。 

  福祉基金は１,１７８万５,０００円。 

  河川浄化推進事業基金は２,３１９万２,０００円。 

  中山間ふるさと水と土保全基金は２,０４９万８,０００円。 
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  土地開発基金は不動産の増減はございません。現金では３,９２１万円。 

  美里の湯かじか荘基金は３２万５,０００円。 

  水産業振興基金の残金はゼロでございます。 

  地域振興基金は９,９３１万円。 

  地上デジタル放送中継施設基金は８,８０８万７,０００円。 

  ふるさとまちづくり応援基金は５４６万９,０００円。 

  合併振興基金は８億７,３９２万５,０００円。 

  国民健康保険財政調整基金は２,２８０万３,０００円。 

  国民健康保険出産費資金貸付基金は増減なく９６万円。 

  ふれあい公園運営事業財政調整積立金は３,５４０万８,０００円。 

  介護給付費準備基金は５９６万５,０００円。 

  瀬藤敏宏・千津子学校及び保育所環境整備促進基金は９０５万４,０００円。 

  基金の現金の合計残高は２２億９,２９０万５,０００円でございます。 

  簡単ではございますが、これで説明を終わらせていただきたいと思います。 

（会計管理者 西切博充君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    説明が終わりましたので、監査結果について、報告願いま

す。 

  代表監査委員、向江君。 

（代表監査委員 向江信夫君 登壇） 

○代表監査委員（向江信夫君）    ただいま会計管理者から平成２５年度の決算につ

いて報告がございましたので、私から監査報告をさせていただきます。 

  １１ページから１２ページをごらんください。 

  平成２６年８月６日から２６日にかけて、当役場において、美野監査委員と私の２人

で監査を行いました。 

  意見書は次のとおりです。 

  平成２５年度紀美野町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、平成２５年度紀美野町一般会計及び特別

会計歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は下記のとおりで

す。 

  審査対象は、平成２５年度紀美野町一般会計及び８つの特別会計決算及び関係帳簿等
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です。個々に監査報告を申し上げるのが本当でございますが、一括して監査の総括的意

見で御勘弁をお願い申し上げます。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、関係帳簿による出納書類を余すところなく照査

の上、その内容についても慎重に審査した結果、本決算は正確であるものと認められま

した。 

  ただし、収入面においては、景気の影響や人口減少、高齢化などの要因から年々地方

税が減収しています。今まで以上に町税の徴収が重要になってきており、貴重な自主財

源確保のため、より一層の適正な徴収に努め、滞納額の減少に努めるとともに不納欠損

処理に至らぬよう、その前の対策を講じていただきたい。 

  町営住宅や町営駐車場の使用料については、昨年度と比べ滞納額が減少し改善が見ら

れますが、住民負担の公平性の確保と受益者負担の原則に立ち、徴収率の向上に向け取

り組んでいただきたい。 

  支出面においては、物品単価契約に基づく物品の購入について積極的に活用されてい

ただいているところですが、今後も引き続き町内業者の育成と町活性化のため積極的に

町内業者を御活用いただきたい。 

  町財政の硬直化につながりかねない借地料については、役場の内部組織で公共施設の

見直しを含めた形で借地料削減のため検討を重ねられているところですが、引き続き地

権者と十分話し合いを行い、借地の解消に努めていただきたい。 

  長谷毛原健康センターについては、地域の集会施設や避難所として活用されておりま

すが、特定業者が使用している時間が多いことから、今後施設をどう管理していくかな

ど御検討いただきたい。 

  地方債については、平成１９年度より毎年借入利率の高い地方債の繰り上げ償還を実

施することにより地方債残高が減少し、実質公債費比率が減少しているが、依然として

残高が高い状況であります。引き続き高い借入利率の地方債の繰り上げ償還を行い、財

政の健全化に努めていただきたい。 

  野上簡易水道事業、美里簡易水道事業の水道料の未収金については、年々増加してい

ます。水道料金は私法上の債権とされ、早期徴収に向けた体制の強化や時効中断を含む

的確な時効処理等の実施を行い、未収金の解消に最善を尽くされたい。 

  平成２６年８月２６日。紀美野町代表監査委員、向江信夫。紀美野町監査委員、美野

勝男。 
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  以上で、平成２５年度紀美野町一般会計・特別会計の決算審査の報告を終わらせてい

ただきます。 

  続きまして、２２ページをお開きください。 

  基金の運用状況の審査意見書です。 

  地方自治法第２４１条第５項の規定により基金について審査をしたところ、その運用

状況に問題なく、また預金証書の額面、利息計算書、その他証票書類が符号したので適

正であるものと認められました。 

  平成２６年８月２６日。紀美野町代表監査委員、向江信夫。紀美野町監査委員、美野

勝男。 

  続きまして、２５ページから２６ページをごらんください。 

  平成２５年度財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書について報告いたしま

す。 

  町長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行いました。 

  健全化判断比率、野上簡易水道事業会計、美里簡易水道事業会計、農業集落排水事業

会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に

作成されているものと認められました。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、野上簡易水道事

業会計、美里簡易水道事業会計、農業集落排水事業会計の資金不足比率は、いずれも早

期健全化基準、経営健全化基準を下回っている状況であり、指摘すべき事項は特にあり

ません。 

  平成２６年８月２６日。紀美野町代表監査委員、向江信夫。紀美野町監査委員、美野

勝男。 

  以上で監査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 向江信夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時１６分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

◎日程第１３ 議案第９８号 平成２５年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１３、議案第９８号、平成２５年度紀美野町上水道

事業会計決算の認定について、議題とします。 

  説明を願います。水道課長、中村君。 

（水道課長 中村公彦君 登壇） 

○水道課長（中村公彦君）    議案書の１０ページをお開き願います。 

  議案第９８号、平成２５年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について。 

  地方公営企業（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、標記決算

を別冊により別紙監査委員の意見書（写）をつけて議会の認定に付する。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  別冊の紀美野町上水事業決算書を御掲示願います。 

  １ページをお開きください。 

  決算報告書。平成２５年度紀美野町上水道事業決算報告書。 

  （１）収益的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございますが、第８款、水道事業収益で決算額１億１,０８０万６,３４２

円、予算額に対し決算額の増減は１６万１,６５８円の減でございます。 

  第１項、営業収益、決算額１億７８１万８,５５０円で、予算額に対して１２４万７,

４５０円の減でございます。 

  第２項、営業外収益では、決算額２９８万７,７９２円で、予算額に対し１０８万５,

７９２円の増でございます。 

  次に支出でございます。第９款、事業費用の決算額が９,９５９万４,１４５円で、不

用額が１,１３７万３,８５５円でございます。 

  第１項、営業費用、決算額が９,０４７万１,５８２円でございます。不用額が７８３

万３,４１８円でございます。 

  第２項です。営業外費用で決算額が９１２万２,５６３円でございます。不用額が１

３９万８,４３７円でございます。 

  第４項、予備費では、決算額はゼロで、不用額が２１４万２,０００円でございます。 

  続きまして、２ページをお開き願います。 
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  （２）でございますが、資本的収入及び支出でございます。 

  まず収入ですが、第１０款の資本的収入の決算額が１,０７１万２,８５０円で、予算

額に対し７１万２,８５０円の増でございます。 

  第１項、企業債の決算額はございません。 

  第２項、工事負担金は、決算額が１,０７１万２,８５０円で、予算額に対し７１万２,

８５０円の増でございます。 

  次に支出でございます。第１１款の資本的収入では、決算額が２,９５０万５,２６７

円、不用額が８２万２,７３３円でございます。 

  第１項の建設改良費では、決算額が１,６３２万６,４５０円、不用額が８６万２,５

５０円でございます。 

  第２項の企業債償還金が１,３１７万８,８１７円で、不用額が１８３円でございます。 

  資本的収入が資本的支出に対して不足する額１,８７９万２,４１７円は、消費税及び

地方消費税資本的支出調整額２６万７,３１５円と過年度分損益勘定留保資金１,８５２

万５,１０２円で補填いたしました。 

  続きまして、３ページをお願いします。 

  損益計算書でございます。平成２５年度紀美野町上水道損益計算書でございます。 

  １、営業収益ですが、（１）の給水収益が１億１４９万２,８１９円、（２）の受託

工事収益はございません。（３）のその他営業収益１２０万８７１円。営業収益の合計

といたしまして１億２６９万３,６９０円でございます。 

  ２の営業費用、（１）の原水及び浄水費が１,３６４万９,６２５円、（２）の配水及

び給水費が２,８１４万６,３４３円、受託工事費はゼロでございます。（４）の業務及

び総係費が２,３００万６,１８０円、（５）の減価償却費が２,３６２万３１１円、

（６）の資産減耗費は３９万１,６７１円でございます。（７）のその他営業費用はご

ざいません。営業費用の合計といたしましては８,８８１万４,１３０円となりまして、

営業収益１億２６９万３,６９０円から営業費用８,８８１万４,１３０円を差し引きし

まして、営業利益が１,３８７万９,５６０円でございます。 

  続きまして、４ページをお開き願います。 

  ３、営業外収益、（１）受取利息及び配当金が１０万９４３円、（２）他会計補助金

が１１万５,０９９円、（３）雑収益が２６３万９,８４３円、計２８５万５,８８５円

でございます。 
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  ４の営業外収益では、（１）の支払利息５７９万５６３円、これは企業債の利息でご

ざいます。（２）雑支出がゼロ円、営業外費用といたしましては、２８５万５,８８５

円となり、２９３万４,６７８円のマイナスでございます。経常利益といたしましては

１,０９４万４,８８２円でございます。 

  当年度純利益は１,０９４万４,８８２円、前年度繰越純利益剰余金が１億４,１５４

万７,１２３円で、当年度未処分利益剰余金が１億５,２４９万５円でございます。 

  続きまして、５ページをお願いいたします。 

  平成２５年度紀美野町上水道事業剰余金計算書でございます。 

  まず資本金剰余金でありますが、国・県の補助金としまして、前年度末残高が３２万

８,０００円、処分後残高が３２万８,０００円、当該年度末残高が３２万８,０００円

でございます。工事負担金、前年度末残高が１億３,１０５万９５１円、処分後残高が

１億３,１０５万９５１円、当年度変動額が１,０２０万２,７１５円、当年度末残高が

１億４,１２５万３,６６６円です。資本剰余金合計が１億３,１３７万８,９５１円で、

処分後残高が１億３,１３７万８,９５１円、当該変動額１,０２０万２,７１５円で、当

年度末残高は１億４,１５８万１,６６６円です。 

  それから利益剰余金でありますが、減債積立金として、前年度末残高が２５０万円、

前年度処分額が５０万円、議会の議決による処分額が５０万円、積立金の積み立てが５

０万円で、当年度末残高としましては３００万円でございます。 

  建設改良積立金はございません。 

  利益剰余金、未処分利益剰余金では前年度未残高が１億４,２０４万７,１２３円、前

年度処分額で５０万円、議会の議決による処分額が５０万円、積立金の積み立てが５０

万円、繰越利益剰余金が１億４,１５７万７,１２３円で、当年度未処分利益剰余金が１

億４,１５４万７,１２３円でございます。 

  利益剰余金合計では、１億４,４０４万７,１２３円、前年度処分額５０万円、議会の

議決による処分額が５０万円、積立金の積み立てが５０万円、処分後残高は１億４,４

５４万７,１２３円、当が変動額１,０９４万４,８８２円、当該純利益１,０９４万４,

８８２円、当年度未残高が１億５,５４９万２,００５円でございます。 

  資本合計です。前年度末残高が２億７,５４２万６,０７４円、前年度処分額が５０万

円、議会の議決による処分額が５０万円、積立金の積み立てが５０万円、処分後残高は

２億７,５９２万６,０７４円、当該変動額２,１１４万７,５９７円、当該純利益１,０
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９４万４,８８２円、当年度末残高が２億９,７０７万３,６７１円でございます。 

  続きまして、６ページをお開きください。 

  平成２５年度紀美野町上水道事業剰余金処分計算書（案）といたしまして、当該年度

末残高、未処分利益剰余金が１億５,２４９万２,００５円、議会の議決による処分額で

５０万円、積立金が５０万円、建設改良積立金はなしで、翌年度への繰越利益剰余金と

しまして１億５,１９９万２,００５円となります。 

  続きまして、７ページをお開きください。 

  平成２５年度紀美野町上水道事業貸借対照表でございます。 

  １の固定資産でございます。（１）有形固定資産として、イの土地が１,２６６万７

０９円、ロの建物については２,２０４万３,２２８円でありまして、減価償却累計額を

差し引きまして７４９万２,８４７円となります。ハの構築物については９億６,３８５

万１,３４２円でありまして、減価償却累計額を差し引きまして、５億１,６６６万５,

４６８円となります。 

  二の機械及び装備については１億２,４７５万２,１３７円でありまして、減価償却累

計額を差し引きまして、１,７１８万７,８６５円となります。 

  ホの車両及び運搬具については７６５万７,６０６円でありまして、減価償却累計額

を差し引きまして、１３０万４,２３４円となります。 

  ヘの工具器具及び備品については５８４万２,８４０円でありまして、減価償却累計

額を差し引きまして、５８万９,１６０円となります。 

  有形固定資産合計及び固定資産合計が同額の５億５,５９０万２８３円でございます。 

  次に、２の流動資産でございます。（１）現金預金は、平成２５年３月末現在で２億

２,２４８万８,４０３円でございます。現金預金の内容といたしましては、定期が１億

５,０００万円と普通預金が７,２４８万８,４０３円でございます。 

  （２）の未収金が６６５万７,９８２円でございます。 

  （３）の貯蔵品が３０万５,４３４円、（４）のその他流動資産はゼロでございます。 

  流動資産合計が２億２,９４５万１,８１９円で、資産合計といたしまして７億８,５

３５万２,１０２円でございます。 

  続きまして、８ページの負債の部をお願いいたします。 

  ３、固定負債、（１）の引当金、イの修繕引当金が５３９万２,０００円でございま

す。固定負債合計が同じく５３９万２,０００円でございます。 
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  ４の流動負債では（１）未払金が４５６万７,５６１円でございます。 

  （２）その他流動負債が２０万１,４６４円でございます。流動負債合計４７６万９,

０２５円で、負債合計額が１,０１６万１,０２５円でございます。 

  続きまして、資本の部でありますが、５の資本金、（１）自己資本金、イの固有資本

金が２９９万９,６６０円、ロの繰入資本金が４,８３９万９,０００円、ハの繰入資本

金が１億６,３６８万１,９９８円でありまして、自己資本金合計といたしましては、２

億１,５０８万６５８円でございます。 

  続きまして、９ページをお開きください。 

  （２）の借入金資本金では、イの企業債が２億６,３０３万６,７４８円で、借入資本

金の合計が２億６,３０３万６,７４８円でございます。資本金合計が４億７,８１１万

７,４０６円でございます。 

  ６の剰余金、（１）の資本剰余金でイの国庫補助金が３２万８,０００円、ロの負担

金が１億４,１２５万３,６６６円、資本剰余金合計といたしまして１億４,１５８万１,

６６６円でございます。 

  （２）の利益剰余金で、イの減債積立金が３００万円でございます。ロの建設改良積

立金がゼロでございます。ハの当年度末処分利益剰余金が１億５,２４９万２,００５円

でありまして、利益剰余金合計が１億５,５４９万２,００５円でございます。利益剰余

金合計が２億９,７０７万３,６７１円、資本金合計が７億７,５１９万１,０７７円でご

ざいます。負債資本金合計といたしまして７億８,５３５万２,１０２円でございます。 

  続きまして、１０ページの６、事業報告書でございます。 

  平成２５年度紀美野町上水道事業報告で、１の概況として、（１）の総括事業、営業

で、給水人口が２５年度３月末で５,２１１人、前年度に比較いたしまして１４１人の

減でございます。 

  次に配水量の総量では、６５万１,７９９立方メートル、前年度と比較いたしまして

６９７立方メートルの減となっています。１日最大が１,８９３立方メートル、前年度

より９９立方メートルの減でございます。１日平均が１,７８６立方メートルで、前年

度より２立方メートルの減でございます。有収水量が６１万２,６９１立方メートルで、

前年度より５,５９６立方メートルの減でございます。有収率が２５年度は９４％で、

前年度より０.６％の減でございます。 

  （２）水道事業関係議会議決事項といたしましては、議案第２７号は平成２５年度紀
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美野町上水道事業会計当初予算として、平成２５年３月５日に提出いたしまして、３月

２６日に議決をいただきました。 

  （３）職員に関する事項でございます。平成２６年３月３１日現在では、事務吏員が

２名、技術吏員が２名、計４名でございます。これは前年度と変わりはございません。 

  続きまして、１１ページの２工事でございます。 

  （１）の建設改良工事の概況では、２件の工事を施工いたしました。１つは、工事名

が平中通り２号線道路改修工事に伴う水道管移設工事で、施工内容は配水管新設工事

（動木地内）、これは龍光橋の改修に伴う新設工事でございまして、ＤＣＩＰというの

は、これはダクタイル鋳鉄管の略でございます。口径１５０ミリの延長４８.６０メー

トルを施工いたしました。 

  ２つ目は、工事名が県道岩出野上線地方特定道路整備工事に伴う配水管移設工事で、

施工内容は配水管新設、ＨＰＰというのは、これは耐震型高性能ポリエチレン管という

略でございます。口径７５ミリで延長１７２.８０メートル、ＨＰＰ口径１５０ミリで

延長９９.１０メートル施工いたしました。 

  （２）の保存工事の概況はございません。 

  次に１２ページから１３ページでございますが、３の業務に関しましては先ほど説明

を申し上げました総括事業と同じ内容でございますので、省略させていただきます。 

  続きまして、１４ページをお開き願います。 

  ４、会計、（１）重要契約の要旨でございます。 

  契約年月日が平成２５年８月６日、契約金額が６８０万２,９５０円、これは先ほど

説明させていただきましたが、平中通り線水道管移設工事でございます。契約の相手先

は株式会社野上建設でございます。次に契約年月日が平成２５年１０月２１日、契約金

額が９５２万３,５００円、これは県道岩出野上線地方特定道路整備工事に伴う配水管

移設工事でございます。契約の相手方は新谷鉄工でございます。 

  （２）の企業債及び一時借入金の概況でありますが、イの企業債につきましては、前

年度末現在高が２億７,６２１万５,５６５円で、本年度借入額がゼロであります。本年

度償還額が１,３１７万８,８１７円で、本年度末残高２億６,３０３万６,７４８円とな

っております。 

  なお、１５ページから２２ページまでは財務表附属書類及び固定資産明細書、企業債

明細書になっておりますが、後ほど御精続いただきます。 
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  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（水道課長 中村公彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時００分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時４３分） 

○議長（小椋孝一君）    水道課長より、議案の訂正の申し出がありますので、これ

を許します。 

  水道課長、中村君。 

○水道課長（中村公彦君）    議員各位におかれましては大変お時間をとらせまして、

大変申しわけございませんでした。不手際のこと深くおわび申し上げます。 

  今議長からお話があった訂正でございますけれども、決算書の５ページと６ページの

差しかえをお願いしたいと思います。５ページにつきましては、さきのものと比較して

いただいて、一番大きくは当年度未処分利益剰余金、この額がちょうど表中の右から３

つめの一番下段になるんですけれども、この額が変動してございます。あと６ページで

ございますけれども、資本金、資本剰余金が記載をされておらなかったので、これを表

中に記載をしてございます。処分後残高ということで資本金、資本剰余金を入れまして、

それから未処分利益剰余金の１億５,２４９万２００５の、その下段に５０万という数

字があるんですけど、これにつきましては△を入れる、残高表示ということになります。

これの記載が漏れてございましたので、訂正とおわびを申し上げます。以上、簡単です

けれども、よろしくお願いしたいと思います。大変失礼しました。 

○議長（小椋孝一君）    説明が終わりましたので、監査結果について、報告願いま

す。 

  代表監査委員、向江君。 

（代表監査委員 向江信夫君 登壇） 

○代表監査委員（向江信夫君）    先ほど水道課長から平成２５年度の決算について

報告がございましたので、私から監査報告をさせていただきます。 
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  ２３ページをお開きください。 

  平成２５年度紀美野町公営企業歳入歳出決算審査意見書。 

  平成２５年度紀美野町上水道事業会計決算について、地方公営企業法第３０条第２項

の規定により町長より決算審査の請求を受け慎重審査したところ、執行上に遺漏なく勘

定科目と収入、支出票及び証拠書類と符号一致したので、本会計決算は正当であるもの

と認めました。 

  ただし、未収金は年々増加しています。水道料金は私法上の債権とされていることか

ら、早期徴収に向けた体制の強化や時効中断を含む的確な時効処理等の実施を行い、未

収金の解消に最善を尽くしていただきたい。 

  平成２６年８月２６日。紀美野町代表監査委員、向江信夫。紀美野町監査委員、美野

勝男。 

  続きまして、２６ページをお開きください。 

  ２５年度上水道事業会計の経営健全化審査意見書について、報告いたします。 

  町長から提出された上水道事業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行いました。 

  上水道事業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

ずれも適正に作成されているものと認めます。 

  上水道事業会計の資金不足比率は経営健全化基準を下回っている状況であり、指摘す

べき事項は特にありません。 

  平成２６年８月２６日。紀美野町代表監査委員、向江信夫。紀美野町監査委員、美野

勝男。 

  以上で監査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 向江信夫君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第９９号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）につ 

              いて） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１４、議案第９９号、専決処分の承認を求めること

について、（平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）について）、議題とし

ます。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 
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（総務課長 牛居秀行 章君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の２７ページをごらんください。 

  議案第９９号、専決処分の承認を求めることについて。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定による報告し、承

認を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を

求めるものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  専決処分書でございます。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

                 平成２６年６月２７日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由でございます。過疎地域等自立活性化推進交付金の執行に伴い、所要の補正を行

う必要が生じたためでございます。 

  次のページをごらんください。２９ページでございます。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）。 

  平成２６年度紀美野町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０００万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７０億７４１万円とする。 

 ２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                 平成２６年６月２７日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の３５ページをお開きください。 

  説明の都合上、歳出から説明させていただきます。 

  ５款、農林水産業費、４項、１目、山村振興総務費で１,０００万円の増額補正でご

ざいます。この補正につきましては、真国川流域生活圏において、雨山の郷プロジ

ェクトが実施する憩いの郷雨山活性化プロジェクトに対する国の補助金が確定した
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ことによります増額補正でございます。 

  １ページ戻っていただきまして歳入でございますが、ただいま歳出で御説明を申し上

げました事業に対します国の補助金として、歳出と同額の１,０００万円の増額補正

を１４款、国庫支出金、２項、４目、農林水産業費国庫補助金で行ったものでござ

います。 

  以上、簡単ではございますが、議案第９９号の説明とさせていただきます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１０２号 紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

               運営に関する基準を定める条例の制定について 

◎日程第１６ 議案第１０１号 紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

               を定める条例の制定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１５、議案第１０２号、紀美野町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について及び日程第

１６、議案第１０１号、紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について、一括議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、議案第１０２号、１０１号について、

前もって簡単に説明します。なお、議案第１００号も関連性がございます。 

  全ての子供が良質な生育環境を保証し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するこ

とを目的として、子ども・子育て支援関連制度の財源を一元化して新しい仕組みを構築

し、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに

地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、平成２４年８月に子ども・子育て

関連３法が成立し、子ども・子育て支援の新たな制度が平成２７年４月より開始される

予定でございます。 

  この新制度により町は、法律の規定により、国の基準に基づき条例を定める必要があ

ります。議案第１０２号は、特定教育（幼稚園）・保育施設（保育所）及び特定地域型

保育事業（小規模保育、家庭的保育等）の運営に関する基準を定める条例、議案第１０

１号は、家庭的保育事業（小規模保育等）等の設備及び運営に関する基準を定める条例

でございます。 
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  議案第１０２号でございますが、新制度では、町の支給認定を受けた子供が町の運営

基準を満たした保育所等の施設や事業者を利用した場合、給付が行われます。施設等が

適切に運営を行っているかを確認するために、その運営基準である紀美野町特定教育・

保育施設及び特定地域型事業の運営に関する基準を定める条例でございます。 

  なお、子供の支給認定につきましては、３歳から５歳で保育を必要としない子供（幼

稚園部門）は１号認定、同じく保育が必要な子供（保育所部門）につきましては２号認

定といい、ゼロ歳から２歳で保育が必要な子供（保育所部分）は３号認定と申します。 

  それでは、議案書６６ページをお開きください。 

  議案第１０２号、紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について。 

  紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例を次のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  児童福祉法の改正に伴い、紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例を制定するものである。 

  ６７ページをお開きください。 

  紀美野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例。 

  第１章 総則。 

  第１条 趣旨。 

  この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

  第２条 定義。 

  本条につきましては、条例における用語の定義を定めるものでございます。 

  内容は、基本的には国の基準府令のとおりでございます。 

  第３条 一般原則。 

  本条は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の双方に共通の一般的な原則を
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定めたもので、内容は国の基準府令のとおりでございます。 

  ６９ページ、中段をお開きください。 

  第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準。 

  第１節 利用定員に関する基準。 

  第４条、本節は、特定教育・保育施設の利用定員に関する基準を定めるもので、内容

は国の基準府令のとおりでございます。 

  第２節 運営に関する基準。 

  第５条 内容及び手続の説明及び同意。 

  ７１ページをお開きください。 

  第６条 不当な理由のない提供拒否の禁止等。 

  第７条 あっせん、調整及び要請に対する協力。 

  ７２ページをお開きください。 

  受給資格等の確認。 

  第９条 支給認定の申請に係る援助。 

  第１０条 心身の状況等の把握。 

  第１１条 小学校等との連携。 

  第１２条 特定教育・保育の提供の記録。 

  第１３条 利用者負担額等の受領。 

  ７４ページをお願いします。 

  第１４条 施設型給付費等の額に係る通知等。 

  第１５条 特定教育・保育の取扱方針。 

  ７５ページをお願いします。 

  第１６条 特定教育・保育に関する評価等。 

  第１７条 相談及び援助。 

  第１８条 緊急時等の対応。 

  第１９条 支給認定保護者に関する市町村への通知。 

  第２０条 運営規定。 

  ７６ページをお願いします。 

  第２１条 勤務体制の確保等。 

  第２２条 利用定員の遵守。 
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  第２３条 掲示。 

  第２４条 支給認定子どもを平等に取り扱う原則。 

  第２５条 虐待等の禁止。 

  第２６条 懲戒に係る権限の濫用禁止。 

  ７７ページをお願いします。 

  第２７条 秘密保持等。 

  第２８条 情報の提供等。 

  第２９条 利益提供等の禁止。 

  第３０条 苦情解決。 

  ７８ページ、中段をお願いいたします。 

  第３１条 地域との連携等。 

  第３２条 事故発生の防止及び発生時の対応。 

  ７９ページをお願いします。 

  第３３条 会計の区分。 

  第３４条 記録の整備。 

  以上５条から３４条は、特定教育・保育施設の運営に関する基準を定めるものです。

内容は、国の基準府令を準じております。 

  第３節 特例施設型給付費に関する基準。 

  第３５条 特別利用保育の基準。 

  ８０ページをお願いします。 

  第３６条 特別利用教育の基準。 

  ３５条３６条につきましては、特例施設型給付費の支給の対象となる特別利用保育及

び特別利用教育に関する基準を定めるものです。内容は、国の基準府令を準じておりま

す。 

  第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準。 

  第１節 利用定員に関する基準。 

  第３７条、本節は、特定地域型保育事業の利用定員に関する基準を定めたものです。

内容につきましては、国の基準府令を準じております。 

  ８１ページをお願いします。 

  第２節 運営に関する基準。 
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  第３８条 内容及び手続の説明及び同意。 

  第３９条 正当な理由のない提供拒否の禁止等。 

  ８２ページをお願いします。 

  第４０条 あっせん、調整及び要請に対する協力。 

  第４１条 心身の状況等の把握。 

  第４２条 特定教育・保育施設等との連携。 

  ８３ページ、中段をお願いいたします。 

  第４３条 利用者負担額等の受領。 

  ８４ページ、下段をお願いいたします。 

  第４４条 特定地域型保育の取扱方針。 

  第４５条 特定地域型保育に関する評価等。 

  ８５ページをお願いします。 

  第４６条 運営規定。 

  第４７条 勤務体制の確保等。 

  第４８条 利用定員の遵守。 

  第４９条 記録の整備。 

  ８６ページをお願いいたします。 

  第５０条 準用。 

  以上３８条から５０条につきましては、特定地域型保育事業（小規模保育、家庭的保

育等）の運営に関する基準を定めるものです。内容は、国の基準府令を準じております。 

  第３節 特例地域型保育給付費に関する基準。 

  第５１条 特別利用地域型保育の基準。 

  ８７ページをお願いいたします。 

  第５２条 特定利用地域型保育の基準。 

  以上５１条、５２条につきましては、特例地域型（小規模保育、家庭的保育等）保育

給付費の支給の対象となる特別利用地域型保育（１号認定の子どもに対し提供される特

定地域型保育）及び特定利用地域型保育（２号認定の子どもに対し提供される特定地域

型保育）に関する基準を定めるものです。内容は、国の基準府令を準じております。 

  附 則 

  附則第１条 施行期日、この条例は、法の施行日から施行する。 
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  附則第２条 特定保育所に関する特例。 

  法の附則第６条において、特定保育所（私立の保育所）については、当分の間、施設

型給付費制度にかえて委託費の支払いとする経過措置が規定されています。本条は、こ

れを受けて、施設型給付費に係る規定について必要な読みかえをするものでございます。

内容は、国の基準府令を準じております。 

  ８８ページをお願いいたします。 

  附則第３条 施設型給付費等に関する経過措置。 

  法の附則第９条では、１号認定の子どもの施設型給付費の額については、幼稚園に係

る現在の国・地方の費用負担状況や都道府県のばらつきを踏まえ、円滑な移行のため、

当分の間、全国統一費用部分（義務的経費）と地方単独費用部分（裁量的経費）の合計

額とする経過措置が規定されています。本条は、これを受けて、施設型給付費に係る規

定について必要な読みかえをするものでございます。内容は、国の基準府令を準じてお

ります。 

  ８９ページをお願いいたします。 

  附則第４条 小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置。 

  附則第５条 連携施設に関する経過措置。 

  附則第４条５条につきましては、小規模保育所Ｃ型（家庭的保育）の利用定員や特定

地域型保育事業の連携施設の確保について経過措置を設けるものでございます。内容は

国の基準府令のとおりとしていますが、附則第４条の見出しについては、対象が特定の

事業に限られていることから、その点を明示しています。 

  続きまして、議案第１０１号、４３ページから６５ページでございます。 

  新制度において、町は家庭的保育事業の認可を行います。家庭的保育事業とは、少人

数でゼロ歳から２歳までの子供を対象として保育を行う事業をいい、事業者が保育を行

うために適切な設備等を整備し、適切な運営を行えるように認可の基準となる紀美野町

家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でございます。 

  それでは、議案書４３ページをお開きください。 

  議案第１０１号、紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例。 

  紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のとおり制

定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により議
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会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  児童福祉法の改正に伴い、紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例を制定するものである。 

  ４４ページをお開きください。 

  紀美野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例。 

  第１章 総則。 

  第１条 趣旨。 

  この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４

条の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

るものとする。 

  第２条 定義。 

  本条につきましては、条例における用語の定義を定めるものでございます。 

  ４５ページをお開きください。 

  第３条 最低基準の目的等。 

  第４条 最低基準と家庭的保育事業等。 

  ３条４条につきましては、最低基準を超えて設備・運営を改善するよう勧告ができる

という対事業者向けの内容と条例で定める最低基準自体を向上させる内容でございます。 

  第５条 家庭的保育事業者等の一般原則。 

  ４６ページをお願いします。 

  第６条 保育所等の連携。 

  ４７ページをお願いいたします。 

  第７条 家庭的保育事業者等と非常災害。 

  第８条 家庭的保育事業者等の職員の一般的要件。 

  第９条 家庭的保育事業所等の職員の知識及び技能の向上等。 

  第１０条 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準。 

  第１１条 利用乳幼児を平等に取り扱う原則。 

  第１２条 虐待の禁止。 

  第１３条 懲戒に係る権限の濫用禁止。 
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  ４８ページをお願いいたします。 

  第１４条 衛生管理等。 

  第１５条 食事。 

  第１６条 食事の提供の特例。 

  ４９ページ、下段をお願いいたします。 

  第１７条 利用乳幼児及び職員の健康診断。 

  ５０ページをお願いいたします。 

  第１８条 家庭的保育事業所等内部の規程。 

  第１９条 家庭的保育事業所等に備える帳簿。 

  第２０条 秘密保持等。 

  ５１ページをお願いいたします。 

  第２１条 苦情への対応。 

  以上５条から２１条までの規定は、家庭的保育事業等に共通の基準を定めるものです。

内容は、国の基準省令を準じております。 

  第２章 家庭的保育事業。 

  家庭的な雰囲気のもとで、少人数を対象にきめ細かな保育を行うものでございます。 

  第２２条 設備の基準。 

  第２３条 職員。 

  ５２ページをお願いいたします。 

  第２４条 保育時間。 

  第２５条 保育の内容。 

  第２６条 保護者との連携。 

  以上２２から２６条は、家庭的保育事業に固有の基準を定めるものです。内容は、国

の基準省令を準じております。 

  第３章 小規模保育事業。 

  少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行うものです。 

  第１節 小規模保育事業の区分。 

  第２７条。 

  第２節 小規模保育事業Ａ型。 

  定員が６人から１９人で、保育担当は保育士でございます。 
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  ５３ページをお開きください。 

  第２８条 設備の基準。 

  ５５ページをお願いします。 

  第２９条 職員。 

  第３０条 準用。 

  第３節 小規模保育事業Ｂ型。 

  定員が６人から１９人で、保育担当は保育士２分の１以上で、あとは保育従事者でご

ざいます。 

  ５６ページをお願いいたします。 

  第３１条 職員。 

  第３２条 準用。 

  ５７ページ。 

  第４節 小規模保育事業Ｃ型。 

  定員が６人から１０人で、保育担当が家庭的保育者でございます。 

  第３３条 設備の基準。 

  第３４条 職員。 

  第３５条 利用定員。 

  第３６条 準用。 

  以上２７条から３６条は、小規模保育事業者に固有の基準を定めるものです。内容は、

国の基準省令を準じてございます。 

  ５８ページをお願いいたします。 

  第４章 居宅訪問型保育事業。 

  障害や疾患などで個別のケアが必要な場合や施設がなくなった地域で、保育が維持す

る必要がある場合、保護者の自宅において１対１で保育を行うものでございます。 

  第３７条 居宅訪問型保育事業。 

  第３８条 設備及び備品。 

  第３９条 職員。 

  第４０条 居宅訪問型保育連携施設。 

  第４１条 準用。 

  以上３７条から４１条は、居宅訪問型保育事業に固有の基準を定めるものでございま
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す。内容は、国の基準省令を準じてございます。 

  ５９ページをお願いいたします。 

  第４２条 利用定員の設定。 

  第４３条 保育所型事業所内保育事業所の設備の基準。 

  ６２ページをお願いいたします。 

  第４４条 保育所型事業所内保育事業所の職員。 

  第４５条 連携施設に関する特例。 

  第４６条 準用。 

  ６３ページをお願いいたします。 

  第４７条 小規模型事業所内保育事業の職員。 

  第４８条 準用。 

  以上４２条から４８条につきましては、事業所内保育事業に固有の基準を定めるもの

でございます。内容は、国の基準省令を準じてございます。 

  ６４ページをお願いいたします。 

  附 則 

  附則第１条 施行期日。 

  この条例は、法の委任を受けて基準を定めるものです。その施行日は、委任の根拠規

定の施行日、整備法の施行日です。 

  附則第２条 食事の提供の経過措置。 

  附則第３条 連携施設に関する経過措置。 

  附則第４条 小規模保育事業Ｂ型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過

措置。 

  ６５ページをお願いいたします。 

  附則第５条 小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置。 

  附則第２条以下は、食事の提供、連携施設、小規模保育事業Ｂ型及び小規模事業所Ｃ

型の利用定員に関する基準についての経過措置を定めるものです。内容は、国の基準省

令を準じてございます。 

  以上です。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第１７ 議案第１００号 紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 
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               る基準を定める条例の制定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１７、議案第１００号、紀美野町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議題とします。 

  説明を願います。総務学事課長、中尾君。 

（総務学事課長 中尾隆司君 登壇） 

○総務学事課長（中尾隆司君）    議案書の３６ページをお願いいたします。 

  議案第１００号、紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について。 

  紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のと

おり制定したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  児童福祉法の改正に伴い、紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例を制定するものであります。 

  次のページをお願いいたします。 

  紀美野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。 

  これにつきましては、制定理由として子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関す

る教育・保育等の総合的な提携の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備に関する法律による児童福祉法の改正により、市町村は放課後児童健全

育成事業の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないとなっております。

ということで、説明に入りたいと思います。 

  第１条につきましては、条例の趣旨を定めるものであります。 

  第２条は、条例における用語の定義を定めるものであります。 

  第３条は最低基準の目的等、第４条は最低基準と放課後児童健全育成事業者でござい

ます。この３条、４条につきましては、最低基準を超えて設備・運営を改善するよう勧

告することができるという、対事業者向けの内容と、条例で定める最低基準自体を向上

させるという内容が規定されております。 

  第５条につきましては、放課後児童健全育成事業の一般原則であります。 

  次のページをお願いいたします。 

  第６条は、放課後児童健全育成事業者と非常災害対策でございます。 
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  第７条は、放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件。 

  第８条は、放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技術の向上等。 

  第９条は、設備の基準。 

  次のページでお願いします。 

  第１０条は、職員。 

  第１１条、次のページをお願いいたします。利用者を平等に取り扱う原則。 

  第１２条、虐待等の禁止。 

  第１３条、衛生管理等。 

  第１４条、運営規程。 

  第１５条、放課後児童健全育成事業者が整える帳簿。 

  第１６条、秘密保持等。 

  次のページをお願いいたします。 

  第１７条、苦情への対応。 

  第１８条、開所時間及び日数。 

  第１９条、保護者との連絡。 

  第２０条、関係機関との連携。 

  第２１条、事故発生時の対応。 

  以上、第５条から第２１条は改正後の児童福祉法第３４条の８の２により条例に委任

された基準を定めるものでございます。 

  次、附則でございます。 

  附則の第１条、この条例制定は児童福祉法の委任を受けて基準を定めるものでござい

ますので、整備法の施行日から施行するということになります。 

  附則の第２条は、放課後児童支援員の資格要件に関する経過措置を定めるものでござ

います。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（総務学事課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時２９分） 

――――――――――――――――――― 
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 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３０分） 

◎日程第１８ 議案第１０３号 紀美野町認定こども園条例の制定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１８、議案第１０３号、紀美野町認定こども園条例

の制定について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、議案第１０３号、９０ページから９２

ページ、認定こども園について、前もって説明いたします。 

  認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方

のよさをあわせ持ったところでございます。保護者が働いている、いないにかかわらず

利用ができ、保護者の就労状況、保育にかける、かけないが変化した場合でも通いなれ

た園を継続して利用できることが大きな特徴でございます。 

  また、認定こども園には子育て支援の場が用意されており、園に通っていない子供の

御家庭も子育ての相談や親子の交流の場への参加など利用することができます。 

  それでは、議案書９０ページをお開きください。 

  議案第１０３号、紀美野町認定こども園条例の制定について。 

  紀美野町認定こども園条例を次のとおり制定したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  野上第一保育所を認定こども園にするため、紀美野町認定こども園条例を制定するも

のである。 

  ９１ページをお願いいたします。 

  紀美野町認定こども園条例。 

  （設置） 

  第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７条。以下「法」という。）に基づく施設として紀美野町認定こ

ども園（以下「認定こども園」という。）を設置する。 
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  （名称及び位置） 

  第２条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称、紀美野町立きみのこども園。位置、紀美野町動木１５６番地。 

  （職員） 

  第３条 認定こども園を管理運営するため必要な職員を置く。 

  （事業） 

  第４条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。 

  （１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第１項、これは保育にかけ

る場合は保育所に入所をさせて保育をするということでございます、の規定に基づく保

育所における保育。 

  （２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２３条各号、これにつきましては幼

稚園における基本的な習慣、集団生活、興味、思考力、話の理解、感性、表現力を養う

という条でございます、に掲げる目標の達成に向けた教育。 

  （３）法第２条第６項に規定する子育て支援センターの業務内容でございます。規定

する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、町長が

必要と認める事業。 

  （４）前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。 

  （入園の資格） 

  第５条 認定こども園に入園できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

  （１）町内に住所を有する児童福祉法第２４条、保育にかける場合でございます、規

定に該当する保護者が保育する児童。保育所部門でございます。 

  （２）前号に掲げるもののほか、町内に住所を有する満３歳から小学校就学の始期に

達するまでの児童。幼稚園部門でございます。保育にかけない幼稚園部門でございます。 

  （入園の制限） 

  第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入園を拒絶することが、９２ペ

ージをお開きください、できる。 

  （１）感染性疾患を有する者。 

  （２）身体虚弱等のため保育に堪えない者。 

  （３）前２号に掲げる者のほか、保育等上支障があると認められる者。 

  （保育料） 
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  第７条 保護者は、町長の指定する期日までに保育料を納付しなければならない。た

だし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている者につ

いては、この限りでない。 

  （保育料の減免） 

  第８条 町長は、災害その他特別の理由により保育料を納付することが困難になった

と認められる者については、その保育料を減額し、または免除することができる。生活

困窮災害ほかでございます。 

  （退園等） 

  第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育等を停止させ、ま

たは退園させることができる。 

  （１）第６条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

  （２）保護者がこの条例またはこの条例に基づく規則に従わないとき。 

  （３）保護者が園長のなす保育等上の指示に従わないとき。 

  （委任） 

  第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附 則 

  （施行期日） 

  １ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

  （準備行為） 

  ２ この条例による保育等の実施に係る手続については、平成２７年４月１日前にお

いても行うことができる。入所申請等の受け付けのためでございます。 

  なお、保育料等については、現在の保育所条例を参考に、国の来年度予算が示された

時点で条例施行規則を定めていきたいと考えております。 

  以上、説明といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第１９ 議案第１０４号 紀美野町立学童保育所条例の一部を改正する条例につい 

               て 

○議長（小椋孝一君）    日程第１９、議案第１０４号、紀美野町立学童保育所条例

の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。総務学事課長、中尾君。 
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（総務学事課長 中尾隆司君 登壇） 

○総務学事課長（中尾隆司君）    議案書の９３ページをお願いいたします。 

  議案第１０４号、紀美野町立学童保育所条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町立学童保育所条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  児童福祉法の改正に伴い、紀美野町立学童保育所条例を改正するものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  紀美野町立学童保育所条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町立学童保育所条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１号中「第１学年から第３学年までの」を削る。 

  附 則 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

  児童福祉法の改正に伴い、事業の対象者が現在第１学年から第３学年までという形に

なっておりますが、改正によりまして、この条文が削ることになれ、本文としては町内

の小学校に就学している児童でということになりますので、全学年対象ということにな

ります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（総務学事課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１０５号 紀美野町保育所条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２０、議案第１０５号、紀美野町保育所条例の一部

を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、９５ページをお開きください。 

  議案第１０５号、紀美野町保育所条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町保育所条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  提案理由でございます。 

  紀美野町立保育所の一部廃所に伴い、紀美野町保育所条例の改正を行うものである。 

  ９６ページをお開きください。 

  紀美野町保育所条例の一部を改正する条例。 

  第１条 紀美野町保育所条例（平成１８年条例第９８号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条の表紀美野町立小川保育所の項を削る。 

  第２条 紀美野町保育所条例の一部を次のように改正する。 

  第２条の表紀美野町立野上第一保育所の項を削る。 

  附 則 

  この条例中第１条の規定は平成２６年１０月１日から、第２条の規定は平成２７年４

月１日から施行する。 

  説明をいたします。 

  内容を簡単に説明いたします。小川保育所の入園者数でございますが、平成２０年度

で地区対象児童数が１３名中８名の入園、２１年度では７名中４名の入園であり、他の

児童につきましては第１保育所、第２保育所への入園でございました。また、集団とし

ての保育ができない状態でもありました。このことから、小川保育所保護者会や小川地

区区長会へ相談の結果、やむを得ず平成２２年度より休園をしてまいりました。 

  本年度の吉野を除く小川地区よりの入園者数でございます。１５名中９名が第１保育

所、４名が第２保育所、２名が神野保育所へ入園されています。 

  今後の地区児童数につきましては、２歳から５歳児を見ますと平成２７年度では１４

名、２８年度では１１名、２９年度では１０名、３０年度では７名と、地区の状況が変

わらない限り減少してまいります。また、町内の保育所であれば希望する保育所に入園

は可能でございます。保護者の通勤途中の送迎の利便性や延長保育の観点から、第１保

育所の新しい施設への入園希望が考えられます。以上のことから、小川保育所の廃園を

お願いするものでございます。 

  また、第１保育所につきましては、認定こども園への変更でございます。別紙、新旧

対照表２ページ、３ページをごらんいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 
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◎日程第２１ 議案第１０６号 和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信

指令事務協議会規約の変更について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２１、議案第１０６号、和歌山市、那賀消防組合、

海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約の変更について、議題とします。 

  説明を願います。消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、議案書９７ページをお開きください。 

  議案第１０６号、和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協

議会規約の変更について。 

  和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約を変更す

ることについて、地方自治法第２５２条の６の規定によりその例によることとされる同

法第２５２条の２第３項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方自治法の改正に伴い、和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指

令事務協議会規約の変更を行うものでございます。 

  ９８ページをごらんください。 

  和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約の一部を

改正する規約。 

  和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約（平成２

５年１０月７日制定）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２５２条の２第１項」を「第２５２条の２の２第１項」に改める。 

  附 則 

  この規約は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第１

条第１号に掲げる規定の施行の日または和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町

の協議が整った日のいずれか遅い日から施行する。 

  簡単に御説明をさせていただきます。今回の改正は地方自治法の一部を改正する法律

が公布されたことに伴いまして、本規約に引用しております法律の条項に移動が生じた

ため、条文の整備を行うものでございます。 

  なお、詳細につきましては新旧対照表４ページを御確認いただくとともに、何とぞ御
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審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いをいたします。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

◎日程第２２ 議案第１０７号 指定管理者の指定について 

               （紀美野町雨山水辺公園） 

○議長（小椋孝一君）    日程第２２、議案第１０７号、指定管理者の指定について

（紀美野町雨山水辺公園）を議題とします。 

 説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    議案書の９９ページをお願いいたします。 

  議案第１０７号、指定管理者の指定について。 

  紀美野町雨山水辺公園の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １、指定管理者に管理を行わせる施設。 

  所在地、紀美野町井堰１２４番地１。 

  名称、紀美野町雨山水辺公園。 

  ２、指定管理者に指定する団体。 

  所在地、紀美野町初生谷１０。 

  名称、雨山の郷プロジェクト。 

  代表者、岡 博誠。 

  ３、指定する期間。 

  平成２６年１０月１日から平成２９年３月３１日。 

  平成２６年８月１日から８月１５日まで公募を行った結果、１団体の応募があったも

のでございます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ２時５２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１０分） 

◎日程第２３ 議案第１０８号 平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（小椋孝一君）    日程第２３、議案第１０８号、紀美野町一般会計補正予算

（第４号）ついて、議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行 章君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の１０１ページをお願いいたします。 

  議案第１０８号、平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）。 

  平成２６年度紀美野町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億３,６７１万８,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５億４,４１２万８,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の１０９ページをお願いいたします。 

  まず歳入でございます。 

  ９款、地方特例交付金、１項、１目、地方特例交付金で２４万６,０００円の増額補

正でございます。これにつきましては、恒久的な減税による減収補填の特例交付金の額

の確定によります増額補正でございます。 

  次に１０款、地方交付税、１項、１目、地方交付税で３億１,００２万８,０００円の

増額補正でございます。これにつきましては、今年度の普通交付税の算出額の確定によ

る補正でございます。 

  次に１２款、分担金及び負担金、１項、１目、農林水産業費分担金で５１万円の増額

補正でございます。内訳といたしまして、台風１１号に係る農業用施設補修用材料支給
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事業の受益者分担金として３６万円、小規模土地改良事業の受益者分担金として１５万

円となってございます。３目、災害復旧費分担金で１５８万円の増額補正でございます。

これにつきましては、農地の災害復旧事業に係る受益者負担金でございます。 

  次に１４款、国庫支出金、１項、３目、災害復旧費国庫負担金で８３３万７,０００

円の増額補正でございます。これにつきましては、４カ所分の公共土木施設災害復旧費

国庫負担金でございます。 

  次に１４款、国庫支出金、２項、１目、総務費国庫補助金で１億２,１１５万３,００

０円の増額補正でございます。これにつきましては、がんばる地域交付金の交付額の確

定によります増額補正でございます。 

  次に１５款、県支出金、２項、１目、総務費県補助金で４１４万７,０００円の増額

補正でございます。これにつきましては、長谷毛原中学校グラウンド内に新設するヘリ

ポートの県費補助金の交付決定に伴います補正でございます。 

  次のページ、１１０ページをお願いいたします。 

  １５款、県支出金、２項、４目、農林水産業費県補助金で２８７万８,０００円の増

額補正でございます。内訳といたしまして、農業委員会交付金で１９９万８,０００円、

小規模土地改良事業費補助金として３０万円、地域活性化アグリビジネス支援事業費補

助金で４２万円、多面的機能支払推進交付金として１６万円となってございます。５目、

商工費県補助金で４８８万１,０００円の増額補正でございます。これにつきましては、

文化センターと中央公民館のトイレの整備補助金でございます。７目、教育費県補助金

で１５万９,０００円の増額補正でございます。これにつきましては、緑育推進「元気

な森の子」事業費補助金でございます。８目、災害復旧費県補助金で７５０万円の増額

補正でございますが、これにつきましては、７カ所の農地農業用施設災害復旧事業費の

県補助金でございます。９目、消防費県補助金で７０万円の増額補正でございます。こ

れにつきましては、消防団員の防火被服の整備に対する補助金でございます。 

  次に１６款、財産収入、１項、１目、財産貸付収入で１０万４,０００円の増額補正

でございます。これにつきましては、かしこ池の上の県営住宅野上団地に隣接する町有

地の賃貸料でございます。 

  次に１８款、繰入金、１項、１目、財政調整基金繰入金で３億３,２９６万７,０００

円の減額補正でございます。これにつきましては繰越金及び普通交付税の額の確定によ

ります減額補正でございます。 
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  次に１９款、繰越金、１項、１目、繰越金で４億９,００１万１,０００円の増額補正

でございます。前年度繰越金の額の確定によります補正でございます。 

  次に１１１ページ、２０款、諸収入、５項、１目、民生費受託事業収入で１７２万２,

０００円の増額補正でございます。これにつきましては３名の広域入所受託料でござい

ます。 

  次に２１款、町債、１項、３目、衛生債で３,０５０万円の減額、４目、農林水産業

債で２,０００万円の減額、５目、商工債で７６０万円の減額、６目、土木債で５,１４

０万円の減額、７目、消防債で２,２９０万円の減額、９目、臨時財政対策債で２,５２

２万９,０００円の増額、１０目、災害復旧費で２,２９０万円の増額補正でございます。

ただいま説明をいたしましたそれぞれの町債の減額及び増額補正につきましては、財源

の振りかえ及び事業費の変更によるものでございます。 

  続きまして１１２ページ、歳出でございます。 

  ２款、総務費、１項、９目、自治振興費で２３８万５,０００円の増額補正でござい

ます。内訳といたしましては、１１節、需用費で１０９万９,０００円の増額。これに

つきましては３カ所の集会所の修繕料でございます。１５節、工事請負費で１２８万６,

０００円の増額。これにつきましては三尾川区民センターの外壁塗装工事費でございま

す。次に１０目、交通安全対策費で３５万円の増額。これにつきましては防犯灯設置及

び修理補助に係る補正でございます。次に１２目、防災諸費で１５節、工事請負費とし

て８２９万６,０００円の増額補正でございます。 

  次に２款、総務費、２項、１目、税務総務費で１００万円の増額補正でございます。

これにつきましては、法人税の決算申告による還付金でございます。 

  次に２款、総務費、５項、１目、指定統計費で３０万円の増額補正でございます。時

間外勤務手当の補正でございます。 

  次に３款、民生費、１項、３目、老人福祉費で７９万５,０００円の増額補正でござ

います。内訳といたしましては、１１節、需用費で福祉センターのＡＥＤのバッテリー

とパットの交換費用として消耗品費で８万５,０００円の増額。２３節、償還金、利子

及び割引料で過年度返還金として７１万円となっております。この返還金につきまして

は、介護保険低所得利用者負担対策補助金及び認知症施策総合推進事業補助金の額の確

定による過年度返還金でございます。 

  次のページでございます。５目、老人医療費で過年度返還金として１９万７,０００
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円の増額。６目、重度心身障害者医療費で過年度返還金として１０２万８,０００円の

増額。７目、子ども医療費、８目、ひとり親家庭医療費につきましても過年度返還金と

してそれぞれ２１万１,０００円、１０万９,０００円の増額補正でございます。これら

につきましては、各福祉医療費の精算に伴います県費補助金の過年度返還金でございま

す。 

  次に１１目、国民健康保険事業費で１,１０５万２,０００円の減額補正でございます。

この減額につきましては、国保会計の繰越額の確定に伴い、一般会計からの繰出金を減

額するものでございます。 

  次に３款、民生費、２項、１目、児童福祉総務費で２,５０６万７,０００円の増額補

正でございます。これにつきましては、１３節、委託料で小川保育所の解体撤去設計監

理委託料として２３８万７,０００円、１５節、工事請負費で小川保育所の解体撤去工

事費として２,２６８万円それぞれ増額補正となってございます。次に４目、保育所費

は財源内訳の変更でございます。 

  次のページ、１１４ページでございます。 

  ４款、衛生費、１項、２目、予防費で７１５万６,０００円の増額補正でございます。

各種予防接種の委託料でございます。次に３目、母子衛生費で養育医療の補助額の確定

による過年度返還金として１７万６,０００円の増額補正となってございます。４目、

環境衛生費で７８１万５,０００円の増額補正でございます。美里簡易水道事業特別会

計への繰出金の補正でございます。主に人事異動に伴います人件費の補正に係るもので

ございます。次に５目、成人保健対策費で２９万５,０００円の増額補正でございます。

主に和歌山県がん検診推進支援事業費補助金の額の確定による過年度返還金でございま

す。 

  次に４款、衛生費、２項、１目、清掃総務費は財源内訳の変更でございます。次に２

目、塵芥処理費で１８３万１,０００円の増額補正でございます。これにつきましては、

ごみ収集車として軽トラック１台を購入するものでございます。 

  次に５款、農林水産業費、１項、１目、農業委員会費で１３節、委託料で１９９万８,

０００円の増額補正でございます。農地台帳システム改修委託料でございます。次に３

目、農業振興費で１５９万円の増額補正でございます。内訳といたしましては、７節、

賃金で１４万５,０００円、１１節、需用費で３７万６,０００円、次のページ、１２節、

役務費で３０万２,０００円、これは雨山水辺公園の浄化槽の検査及び清掃手数料でご



－５７－ 

ざいます。１３節、委託料で２６万７,０００円、これは雨山水辺公園の浄化槽の管理

委託料及び施設管理委託料でございます。１９節、負担金、補助及び交付金で農地の保

全活動補助として多面的機能支払交付金負担金５０万円、それぞれ増額補正となってご

ざいます。次に４目、耕地総務費で１,０００万円の減額補正でございます。この減額

につきましては、山畑農免道路２期工事の今年度負担金の額の確定による減額補正とな

ってございます。次に５目、農業用施設維持費で２４０万円の増額補正でございます。

内訳といたしましては、１５節、工事請負費で８０万円、１６節、原材料費で１６０万

円の増額補正となってございます。次に８目、小規模土地改良事業費で樫河用水路改良

工事費として１００万１,０００円の増額補正でございます。 

  次に５款、２項、２目、林道維持費で５路線分の林道維持補修工事費として７００万

円の増額補正でございます。 

  次のページ、１１６ページでございます。 

  ５款、４項、１目、山村振興総務費の１９節、負担金、補助及び交付金で農家民泊開

設支援補助としてアグリビジネス支援事業補助金４２万円の増額補正を計上してござい

ます。 

  次に６款、商工費、１項、２目、観光費で３１８万円の増額補正でございます。内訳

につきましては１１節、需用費で２１０万円、これは観光パンフレット作製費用と山の

家おいしの給水ポンプの修繕料でございます。１８節、備品購入費の１０８万円につき

ましては、山の家おいしのレジシステムの購入費用でございます。 

  次に７款、土木費、２項、１目、道路橋りょう維持費で１,３６５万円の増額補正で

ございます。内訳といたしましては、１５節、工事請負費で１,２６５万円、１６節、

原材料費で１００万円の増額補正でございます。次に２目、道路橋りょう新設改良費で

１,６００万円の増額補正でございます。内訳といたしましては、１５節、工事請負費

で１,７１５万２,０００円の増額、２２節、補償、補填及び賠償金で１１５万２,００

０円の減額補正でございます。この減額につきましては、町道日浦線の水道管の移設補

償費の減額によるものでございます。 

  次に７款、４項、１目、公園費は財源内訳の変更でございます。 

  次に１１７ページ、８款、消防費、１項、１目、常備消防費で２８４万９,０００円

の増額補正でございます。内訳といたしまして１１節、需用費で消防本部の屋根の修繕

料として９６万円、１５節、工事請負費として３９万１,０００円の減額、１８節、備
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品購入費で多目的積載車として軽トラック１台の購入費用２２８万円の増額補正の計上

でございます。次に２目、非常備消防費につきましては財源内訳の変更でございます。 

  次に９款、教育費、１項、３目、教育諸費で１６万１,０００円の増額補正でござい

ます。内訳といたしましては１２節、役務費で３,０００円、１３節、委託料で７万７,

０００円、これにつきましては小川小学校生徒の間伐体験に係る委託料でございます。

１４節、使用料及び賃借料で８万１,０００円それぞれ増額となってございます。 

  次に９款、２項、１目、学校管理費で小川小学校の給食室の修繕料として１０万９,

０００円の増額補正でございます。 

  次のページ、１１８ページでございます。 

  ９款、４項、２目、生涯学習振興費で世界民族祭補助金として１９節、負担金、補助

及び交付金で６０万円の増額補正の計上でございます。次に３目、公民館費で８１０万

２,０００円の増額補正でございます。内訳といたしまして１１節、需用費で中央公民

館の消防設備の修繕料として３５２万６,０００円、１３節、委託料で中央公民館のト

イレ改修設計委託料として８１万５,０００円、１５節、工事請負費で中央公民館のト

イレの改修工事費として３７６万１,０００円それぞれ増額補正をしてございます。次

に５目、文化財保護費では、文化財防火対策補助金として１９節、負担金、補助及び交

付金で１万４,０００円の増額補正でございます。次に９目、文化センター管理運営費

で５３９万円の増額補正でございます。１３節、委託料で１０９万３,０００円、１５

節、工事請負費で４２９万７,０００円それぞれ増額となってございます。次に１１目、

自然体験世代交流センター管理運営費で７万６,０００円の増額補正でございます。こ

れにつきましては、外部の排水路の修繕料でございます。 

  次に９款、５項、２目、体育施設管理運営費で１０万円の増額補正でございます。こ

れにつきましては、農村センターの冷蔵庫の買いかえ費用として１８節、備品購入費を

増額補正するものでございます。次に３目、国体推進費で２９万５,０００円の増額補

正でございます。時間外手当の補正でございます。 

  次のページ、１１９ページ、１０款、災害復旧費、１項、１目、道路橋りょう災害復

旧費で２,４０５万円の増額補正でございます。１５節、工事請負費の増額補正でござ

います。内訳につきましては、補助災害復旧工事費として４件分、１,２５０万円、単

独災害復旧工事費として１６件分、１,１５５万円の増額補正となってございます。 

  次に１０款、２項、１目、農地農業用施設災害復旧費で１,５８０万円の増額補正で
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ございます。内訳といたしましては、補助災害復旧工事費として７件分、１,５００万

円、単独災害復旧工事費として１件分、８０万円でございます。次に２目、林業施設災

害復旧費で単独災害復旧工事費として４件分、１５節、工事請負費で２４０万円の増額

補正でございます。 

  次に１２款、諸支出金、１項、１目、財政調整基金費で３億９,３５７万４,０００円

の増額補正でございます。積立金の補正でございます。 

  次に１０５ページに戻っていただきたいと存じます。 

  第２表、債務負担行為補正でございます。追加事項といたしまして、紀美野町雨山水

辺公園指定管理委託料でございます。平成２７年度、２８年度分としてそれぞれ３０万

円の限度額としてございます。 

  次のページをお開きください。１０６ページでございます。 

  第３表、地方債補正でございます。まず追加分といたしまして、災害復旧事業債でご

ざいます。限度額につきましては２,２９０万円、起債の方法といたしましては普通貸

借または証券発行、利率につきましては３.５％以内、ただし利率見直し方式で借り入

れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい

ては、当該見直し後の利率とします。次に償還の方法は、政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものでございます。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または繰り上げ償還もしくは

低利に借りかえすることができるとするものでございます。 

  次に、その下の変更でございますが、限度額の補正でございます。一般単独事業債で

は限度額を２,８９０万円減額の２億２,４４０万円に、辺地対策事業債では７６０万円

減額の４,７８０万円に、過疎対策事業債では９,５９０万円減額の２億３,０２０万円

に、臨時財政対策債では２,５２２万９,０００円増額の２億６,５２２万９,０００円に

それぞれ限度額を変更するものでございます。補正後の起債の方法、利率、償還の方法

につきましては、補正前に同じでございます。 

  以上、一般会計補正予算（第４号）の説明とさせていただきます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第２４ 議案第１０９号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予 

               算（第２号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２４、議案第１０９号、平成２６年度紀美野町国民
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健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議題とします。 

 説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案書の１２１ページをごらんいただきた

いと思います。 

  議案第１０９号、平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）。 

  平成２６年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,６０９万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億４,６１５万４,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の１２６ページをごらんいただきたいと思います。 

  ２、歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、２項、１目、特別調整交付金１０万８,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましては、国保連合会へ実績を報告するための月報の帳票が追加

されたため、電算システムの改修を行うものでございます。これに伴う経費につきまし

ては、全額特別調整交付金を充てるものでございます。 

  次に１０款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で１,１０５万２,０００円の減額

補正でございます。これにつきましては、平成２５年度会計からの繰入金が確定、そし

てまた今回の歳出補正に伴う予算調整の結果、一般会計からの繰入金が減額となる補正

でございます。 

  次に１１款、繰越金、１項、１目、繰越金４,７０４万円の増額補正でございます。

これにつきましては、平成２５年度からの繰入金が確定したための補正となってござい

ます。 

  続きまして、次のページの１２７ページ、３の歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、１目、委託料で１０万８,０００円の増額補正でございます。
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歳入でも御説明をさせていただきましたが、国保連合会への報告する月報の帳票様式が

追加されたため、電算システムの改修のための委託料となってございます。 

  ３款、後期高齢者支援金等、１項、１目、後期高齢者支援金６万３,０００円の増額

補正でございます。これにつきましては、平成２６年度当初予算においては概算額を計

上させていただいておりましたが、額が確定したことによる補正でございます。 

  ４款、前期高齢者納付金等、１項、１目、前期高齢者納付金の１９節、負担金、補助

及び交付金で１３万９,０００円の減額補正でございます。これにつきましても額の確

定に伴う減額補正となってございます。 

  次に６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金の１９節、負担金、補助及び交付金

で８万２,０００円の減額補正でございます。これも同じく額の確定に伴うものでござ

います。 

  次に９款、諸支出金、１項、２目、償還金の２３節、償還金、利子及び割り引きで１,

２６６万５,０００円の増額補正となってございます。これにつきましては、平成２５

年度の療養給付費等負担金の確定によります還付金の増額補正となってございます。 

  次に同じく９款の３項、１目、財政調整基金費の２５節、積立金で２,３４８万１,０

００円の増額補正でございます。これにつきましては、前年度繰越金から今回の補正に

伴う必要な額を差し引いた金額を財政調整基金に積み立てるものでございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第２５ 議案第１１０号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２５、議案第１１０号、平成２６年度紀美野町介護

保険事業特別会計補正予算（第１号）について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、１２９ページをお開きください。 

  議案第１１０号、平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）。 

  平成２６年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,０１５万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億１０９万８,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続きまして、１３５ページをお開きください。 

  歳入の部、７款、繰越金、１項、繰越金、１目、繰越金３,２７３万９,０００円の補

正でございます。内訳につきましては１節、繰越金、内容につきましては繰越金３,２

７３万９,０００円でございます。 

  続きまして、９款、町債、１項、財政安定化基金貸付金、１目、財政安定化基金貸付

金１,２５８万４,０００円の減額でございます。１節、財政安定化基金貸付金マイナス

１,２５８万４,０００円、財政安定化基金貸付金マイナス１,２５８万４,０００円でご

ざいます。内訳につきましては平成２５年度決算による収入額１５億８,４７０万６,７

１２円、支出済額が１５億５,１９６万６,５３２円、歳入歳出差引額が３,２７４万１

８０円の繰り越しでございました。額の確定でございます。財政安定化基金貸付金につ

きましては、当初２,２３１万７,０００円を借りる予定でございましたが、繰越金が多

くなったための調整でございます。 

  次のページ、１３６ページをお開きください。 

  歳出、４款、諸支出金、１項、諸支出金、２目、償還金、２,０１５万５,０００円の

補正でございます。２３節、償還金、利子及び割引料２,０１５万５,０００円、過年度

返還金２,０１５万５,０００円でございます。内訳につきましては、平成２５年度の実

績に伴う返還金でございます。内容につきましては、介護給付費、国庫負担金７３３万

９,７７９円、県負担金５７３万６,６０８円、支払基金５６７万２０９円、地域支援事

業交付金国庫８５万４,３０８円、同じく県費４２万７,１５４円、同じく支払基金１２

万６,１６３円、合計２,０１５万４,２１６円の返還でございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。御審議の上、原案どおり御

可決いただきますようよろしくお願いいたします。 
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  もう１つ説明させてください。 

  １３２ページをお開きください。 

  第２表、地方債の補正。変更でございます。補正前、財政安定化基金貸付金、限度額

２,２３１万７,０００円、起債の方法、普通貸借、利率、無利子、償還の方法、和歌山

県介護保険財政安定化基金の貸付条件による。ただし、町財政の都合により償還期限を

短縮し、また繰上償還することができる。補正後、限度額９７３万３,０００円、起債

の方法、補正前に同じ、利率、補正前に同じ、償還の方法、補正前に同じでございます。 

  以上で説明を終わります。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第２６ 議案第１１１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２６、議案第１１１号、平成２６年度紀美野町美里

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、議題とします。 

  説明を願います。水道課長、中村君。 

（水道課長 中村公彦君 登壇） 

○水道課長（中村公彦君）    議案書の１３７ページをお開き願います。 

  議案第１１１号、平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

  平成２６年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８６万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,６４３万４,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年９月９日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  補正の内容について、御説明いたします。今回の補正につきましては、本年４月の人

事異動に伴う職員の給料、職員手当等共済費の変動による増額及び２５年度決算に伴う

繰越金確定による増額分を今回補正でお願いするものでございます。詳細につきまして

は、当初３名の人件費でお願いしておりましたが、異動後１名が増の４名となってござ
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います。これにつきましては、平成２６年３月末で１名が退職されておりまして、当初

で３名の予算計上を認めていただいておりまして、今回の１名の４月による同額となる

ものでございます。 

  続きまして、１４２ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  ３款、１項、繰越金、１目、一般会計繰越金７８１万５,０００円の計上です。これ

につきましては、１１４ページの先ほどの繰越金とリンクしているものでございまして、

繰出金、２８の環境衛生費から来るものでございます。それから、補正後の額は３,９

２１万円となります。 

  ５款、１項、１目、繰越金１０５万１,０００円、前年度繰越金を計上です。補正後

の額は１０６万１,０００円となります。現存予算が１,０００円ございました。 

  それから１４３ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費につきましては、人事による職

員１名の増額でございまして、２節、給料で４４８万１,０００円、３節、職員手当で

３０４万５,０００円、４節、共済費で１３４万円、計８８６万６,０００円でございま

す。 

  以上、簡単でございますが、御説明とさせていただきます。 

（水道課長 中村公彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（小椋孝一君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ３時４８分） 


